
幹 部 会 報 告 事 項 

令 和 6 年 4 月 8 日 

総    務    局 

（総務局企画部企画課 内線２２０３） 

事 

項 

名古屋市次期総合計画有識者懇談会の開催について 

内 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

容 

 

次期総合計画の策定にあたり、学識経験者等から専門的知見を踏まえた

意見を聴取するため、「名古屋市次期総合計画有識者懇談会」を以下のと

おり開催します。 

 

１ 日時・場所 

令和6年 4月 18日（木） 午後 2時から午後 4時 

  名古屋市公館 レセプションホール 

 

２ 議題 名古屋市次期総合計画原案について 

 

３ 懇談会の委員 別紙のとおり（20名） 

備 

考 

本件は、本日市政記者クラブへ資料提供します。 



 

名古屋市次期総合計画有識者懇談会 委員名簿 
 

氏  名 所 属 等 

粟生 万琴 なごのキャンパス企画運営プロデューサー 

赤津 裕康 
国立長寿医療研究センター ロコモフレイルセンター 

センター長 

浦田 真由 名古屋大学大学院情報学研究科 准教授 

浦野  愛 認定ＮＰＯ法人レスキューストックヤード 常務理事 

エリサベス・ 

ヨピス 
株式会社ナノボ 共同代表取締役 

柏原 正尚 日本福祉大学健康科学部 准教授 

加藤 博和 名古屋大学大学院環境学研究科 教授 

加藤 義人 名古屋都市センター 特任アドバイザー 

兒玉  友 日本福祉大学スポーツ科学部 准教授 

田中 英成 クリエイティブ・リンク・ナゴヤ 理事長 

谷口 由希子 名古屋市立大学大学院人間文化研究科 准教授 

玉井 寿樹 名古屋大学大学院経済学研究科 教授 

苫野 一徳 熊本大学大学院教育学研究科 准教授 

名畑  恵 錦二丁目エリアマネジメント株式会社 社長 

松田 茂樹 中京大学現代社会学部 教授 

三浦 哲司 名古屋市立大学大学院人間文化研究科 准教授 

溝口 敦子 名城大学理工学部 教授 

村山 顕人 東京大学大学院工学系研究科 准教授 

百瀬 則子 一般社団法人中部ＳＤＧｓ推進センター 副代表理事 

來田 享子 中京大学スポーツ科学部 教授 

（敬称略、五十音順） 

別紙 



幹部会報告事項 

令和 6 年 4 月 8 日 

経 済 局 

事

項 
30％のプレミアム付き商品券の購入申込受付開始について 

内 
 

 
 

容 
 

 

13,000 円分の商品券を 10,000 円で購入できる 30％のプレミアム付き商品

券事業を名古屋商工会議所、名古屋市商店街振興組合連合会等で組織するプレ

ミアム商品券事業実行委員会と名古屋市の共催にて実施いたします。 

今般、市内在住の方を対象に商品券の購入申込受付を開始いたしましたの

で、お知らせいたします。 
 
 

１ 申込等について 

(1) 申込方法 

紙商品券「名古屋で買おまい★プレミアム商品券」又は電子商品券「金シ

ャチマネー」いずれか一方を選択したうえで1人あたり 5口までお申込みい

ただけます。 
 

（2）申込受付期間  

令和 6年 4月 13日(土)～令和 6年 5月17日(金) 
 

（3）商品券申込みサポート窓口 

電子商品券の購入申込を検討する方で、スマートフォンでのインターネッ

ト利用に苦手意識を持っている方などへの申込支援を、市内スマホショップ

や各区役所・支所で実施します。 
 
 

２ 当選通知等について 

（1）当選通知 

当選者へは、令和 6 年 6 月 18 日(火)以降順次、当選通知を郵送にて発送

する予定です。当選者については、6 月 25 日(火)から 7 月 9 日(火)までに

指定の方法にて、商品券の購入・引換えをしていただきます。 
 

（2）商品券購入・利用サポート窓口 

電子商品券の当選者に向けた購入方法や利用方法に関する相談窓口を、市 

内スマホショップや生涯学習センター等に開設します。 
 
 

３ 商品券利用期間 

令和 6年 6月 25日(火)～令和 7年 1月 31日(金) 
 
 

４ 広報 

広報なごや5月号と同時に特集号を配布予定のほか、各区役所・支所に申込

ハガキ付きチラシを配架しています。 



内 
 
 

 

容 

 
  

【参考】事業概要 

資源価格高騰や円安等による物価上昇により依然として厳しい経済情勢が続

いている中、消費喚起及びキャッシュレス決済の利用促進による地域経済の活

性化を図るため、紙及び電子のプレミアム付商品券を発行するもの。 

 

 
 

名 称 
名古屋で買おまい★ 

プレミアム商品券2024 
金シャチマネー2024 

区  分 紙 電 子 

発 行 総 額 221億円 104億円 

発 行 数 170万口 80万口 

プレミアム率 30% 

プレミアム額 51億円 24億円 

対 象 者 市内在住者（市内に住民登録のある方） 

販 売 価 格 1口1万3千円を1万円で販売 

販 売 方 法 

事前申込による抽選販売 

（紙又は電子のどちらか一方を選択したうえで、1人5口ま 

で。） 

参 加 店 舗 

（3月31日時点） 

参加店舗：11,325店舗 

（紙利用可能：11,061店舗 電子利用可能：8,912店舗） 

商品券申込期間 令和 6年 4月 13 日(土)～令和6年 5月 17日(金) 

商品券利用期間 令和 6年 6月 25 日(火)～令和7年 1月 31日(金) 

運 営 主 体 

 

プレミアム商品券事業実行委員会、名古屋市 
実行委員会構成：名古屋商工会議所、名古屋市商店街振興組合連合会、 

 守山・鳴海・有松商工会、市内百貨店等 

備

考 
本件は、令和6年 4月 8日に市政記者クラブへ資料提供します。 

（商業・流通部地域商業課 内 3407） 







幹部会報告事項  

令和６年４月８日 

経   済   局 

総   務   局 

 

事 

項 

「Hatch Technology NAGOYA」課題提示型支援事業にかかる令和６年度 

庁内課題の募集について 

内 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

容 

本市では、令和元年度より「Hatch Technology NAGOYA」先進技術社会実証支援事業

において、庁内課題に対して先進技術を活用して解決を図る「課題提示型支援事業」

と本市施設等を社会実証フィールドとして活用する「フィールド活用型支援事業」の

社会実証をそれぞれ実施してまいりました。 

 このたび、令和６年度「課題提示型支援事業」の庁内課題を下記の通り募集します。

今年度は１件あたりの負担金上限額を行政課題は 150 万円、社会課題は 300 万円とし

て募ることとしていますので、先進技術を活用して解決したい課題をご提出ください。 

また、昨年度実施した社会実証の報告書が完成しましたので、併せてお知らせしま

す。 
 
 

記 

 
１ 今年度募集する課題 

  区分 件数 実証事業者への支援の上限額 

行政課題 ４件 1,500千円／件 

社会課題 

一般 

４件 3,000千円／件 グリーン化 

ＤＸ 

※行政課題とは行政における業務改善やサービス向上に関する課題、社会課題とは社会 

が抱える様々な分野における課題のこと。 

※実証にかかる費用のうち、市（経済局）は実証事業者に対して上記の上限額まで負担 

します。 
 
 
 

２ 事業スケジュール（予定） 

４月 庁内課題の募集（～５月１０日） 

５月 庁内課題の選定・課題のブラッシュアップ 

６月～７月 企業等の募集・課題説明会の実施 

８月～２月 実証プロジェクトの選定・実施 

３月 成果報告会の実施 
  
 
３ 昨年度実施した社会実証の報告書 

  別添のとおり 
 
 



内 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

容 

＜令和５年度課題提示型支援事業実証プロジェクト一覧＞ 
 

 
 

区

分 課題名 実証事業者 
（所在地） 市担当部署 

行

政

課

題 

チケットなしで混雑もなし！発券所前の
長蛇の列をなくしたい！ 

アソビュー株式会社 
（東京都品川区） 

緑政土木局 
東山総合公園 

管理課 

施設まるごとスキャン！？公共施設の現
地調査を一度で完璧に終わらせたい！ 

Open Space Labs Japan 
合同会社 

（東京都中央区） 

住宅都市局 
営繕部企画保全課 

・監理指導室 

ウォーカブルなまちが生み出す価値や効
果を可視化したい！ 

株式会社センサーズ・ 
アンド・ワークス 
（兵庫県神戸市） 

住宅都市局 
ウォーカブル 
・景観推進室 

リニア関連プロジェクトの先鋒、駅前広
場整備を、臨場感あふれる新技術で広報
したい！ 

株式会社タジク 
（名古屋市東区） 

住宅都市局 
名駅ターミナル 

整備室 

社

会

課

題 

ビオトープはどうつくる？テクノロジー
でビオトープの豊かさと形成プロセスを
可視化したい！【グリーン化】 

サンリット・シード 
リングス株式会社 
（京都府京都市） 

環境局環境企画課 
（なごや生物多様

性センター） 

建設業の未来をつくる！インフラ DX で
工事現場の負担軽減へ【ＤＸ】 

株式会社 Nossa 
（東京都渋谷区） 

緑政土木局 
技術指導課 

エスカレーターで歩く人を AI が検
知！？“あたりまえ”からの脱却 

有限会社来栖川電算 
（名古屋市中区） 

スポーツ市民局 
消費生活課 

「健康的な職場」を目指すＩＴサービス
で、働く世代の健康づくりを推進した
い！ 

株式会社リンクアンド 
コミュニケーション 
（東京都千代田区） 

健康福祉局 
健康増進課 

備
考 

事業の詳細は、本日付け、企画調整担当課長及び区企画経理課長宛てお知らせします。 

（経済局ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部次世代産業振興課 内線 2418） 

（総務局行政 DX推進部デジタル改革推進課 内線 2267） 

（総務局総合調整部総合調整課 内線 2215） 



























幹 部 会 報 告 事 項 

令和 6年 4月 8日 

経 済 局 

事 

項 
客員起業家の委嘱について 

内 

 

 

 

 

 

容 

本市の客員起業家として、下記のとおり今回新たに３人目を委嘱します。 

 

記 

 １ 委嘱者 

   鬼頭 武嗣（きとう たけし） 氏（名古屋市出身） 

＜略歴＞ 

ボストン コンサルティング グループ、メリルリンチ日本証券、Fintech スタ

ートアップのクラウドリアルティの創業・M&A エグジットを経て、2023 年 8 月

に Elevandi Japan を共同創業。2017 から 2023 年までの 6 年間一般社団法人

Fintech 協会の代表理事副会長を務め、主に国際連携を担当。内閣府新技術等

効果評価委員会委員、デジタル庁・経済産業省国際データガバナンス検討会委

員、福岡県国際金融アドバイザー。東海高校卒業、東京大学工学部建築学科卒

業、東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修士課程修了。 

 

２ 職務内容等 

役職：客員起業家（スタートアップ・エコシステムのグローバル化推進リーダー） 

内容：⑴スタートアップの海外展開に向けた施策提案及び企画調整 

⑵海外のスタートアップ、スタートアップ支援者及びスタートアップ 

関連イベント関係者とのネットワークを構築 

⑶グローバルネットワークを活かした大規模イベントの企画調整及び 

地域外からの集客促進 

日数：週 2 日程度 

期間：令和 6年 4 月 10 日 から 令和 7年 3 月 31 日まで 

 

（参考：委嘱状交付式） 

(1) 日  時 

  令和 6 年 4 月 10 日(水) 13 時 15 分～13 時 45 分 

(2) 場  所 

  名古屋市役所 第１会議室（本庁舎 2 階） 

備 

考 
本件は 4月 4 日、市政記者クラブ及び名古屋経済記者クラブへ資料提供しました。 

（イノベーション推進部スタートアップ支援課 内線 3046） 



幹 部 会 報 告 事 項 

令 和 ６年 ４ 月８ 日 

観 光 文 化 交 流 局 

事
項 名古屋市宿泊施設バリアフリー化推進事業補助金の創設について 

内 

 

 

容 

 

２０２６年に開催が予定されている第２０回アジア競技大会、第５回アジアパ

ラ競技大会を見据え、誰もが安全で快適な宿泊施設を利用できる環境整備を推進

するため、「名古屋市宿泊施設バリアフリー化推進事業補助金」を創設しましたの

で、ご報告します。 

 

１ 補助対象施設 

  市内宿泊施設（旅館業法第３条第１項の許可を受けて、同法第２条第２項、第

３項又は第４項の営業を行っている施設。ただし、風営法上の店舗型性風俗特殊

営業に類する施設等を除く） 

 

２ 補助対象経費 

  ・共用部、客室のバリアフリー改修経費 
  ・バリアフリー用品の購入経費 

３ 補助率 

  補助対象経費の２／３以内 
 
４ 補助上限額 

  ５００万円 

 
５ 申請書受付期間 

  ２０２４年５月１日（水）から２０２５年１２月２６日（金）午後５時まで 

  

６ その他 

補助対象事業は、交付決定日から２０２６年２月末日までに事業が完了するも

のとなります。 

 

備

考 
本件は、本日、市政記者クラブに提供します。 

観光推進課（内線２４２５） 



H O T E L

H O T E L

趣旨

補助対象施設

2 0 2 6 年に開催が予定さ れている、第2 0 回アジア競技大会、第5 回アジアパラ 競技大

会を 見据え、誰も が安全で快適な宿泊施設を利用できる環境整備を推進するため、宿

泊施設のバリ アフリ ー化に必要と なる経費の一部を助成します。

名古屋市内において、旅館業法の許可を得て営業を行っている施設（ 旅館・ ホテル等）

※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2 条第6 項に掲げる店舗型性

風俗特殊営業を行っている施設等は対象外

名古屋市観光文化交流局

観光交流部観光推進課

補助対象経費の

2/3以内

2 0 2 4 年5 月1 日（ 水）から

2 0 2 5 年1 2 月2 6 日（ 金）まで
補助金交付決定日から

2 0 2 6 年2 月末日までに

事業が完了するも の
※上記期間にかかわらず、補助金申請額が

予算額に達した時点で受付終了とします。

受付期間補助対象期間

500万円

共用部・ 客室の

バリアフリー改修

バリ アフリ ー用品の購入

名古屋市
宿泊施設バリ アフ リ ー化

推進事業補助金

名古屋市
宿泊施設バリ アフ リ ー化

推進事業補助金

名古屋市
宿泊施設バリ アフ リ ー化

推進事業補助金

名古屋市
宿泊施設バリ アフ リ ー化

推進事業補助金

補助率 補助上限額 補助対象事業



申請の流れ申請の流れ申請の流れ申請の流れ

バリ アフ リ ー改修の例バリ アフ リ ー改修の例 バリ アフ リ ー用品の購入例バリ アフ リ ー用品の購入例

： 交付申請者・ 補助事業者

エント ランスの段差をスロープと 手すりで解消

一般客室への手すり の設置や段差の解消

： 市

〒4 6 0 -8 5 0 8  名古屋市中区三の丸三丁目1 番1 号

電　 　 　 話： 0 5 2 -9 7 2 -2 4 2 5 　ＦＡＸ： 0 5 2 -9 7 2 -4 2 0 0

電子メ ール： a 2 4 2 5 @ ka n ko bu nka ko ryu .c ity .na g oya . lg .jp　

受 付 時 間： 平日　 午前９ 時～午後５ 時

申請書類等の様式は、以下のU RLより

ダウンロード してく ださ い。

h ttps ://www .city.na g oya .jp/

　 　 　 　 kankobunkakoryu/pag e/

　 　 　 　 0 0 0 0 1 7 3 4 0 5 .htm l

名古屋市観光文化交流局観光交流部観光推進課
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告
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額
の
確
定

補
助
金
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請
求

補
助
金
の
請
求

補
助
金
の
支
払
い

問い合せ先

車椅子

シャワーチェア

ベビーベッド

字幕表示可能な
リモコン

HOTEL

改修前 改修後

字幕

mailto:a2425@kankobunkakoryu.city.nagoya.lg.jp
https://www.city.nagoya.jp/


 

【参考】宿泊施設バリアフリー化に係る補助金の他都市等比較 

 

区分 補助対象 補助率 限度額 国補助併用 

名古屋市 
・改修工事 

・備品購入 
2/3 5,000千円 可 

愛知県 

※県内、名古屋

市外 

・改修工事 

・備品購入 
2/3 5,000千円 可 

（参考） 

観光庁 
・改修工事 1/2 5,000千円  

福岡市 
・改修工事 

・備品購入 
1/2 

200千円 

500千円 

1,000千円 

可 

金沢市 ・改修工事 1/2 5,000千円 可 

成田市 ・改修工事 1/2 2,500千円 可 

※福岡市の限度額は、客室数1～30室の場合200千円、31～99室の場合500千

円、100室～の場合は1,000千円 



幹部会報告事項 

令和 6年 4月 8日 

健 康 福 祉 局 

（健康福祉局生活衛生部食品衛生課 内線2648） 

事

項 

「名古屋市食の安全・安心の確保のための行動計画2028」の策定について 

内 

容 

 このたび、食の安全・安心条例に基づき、食の安全・安心に関する施策を中期的

な視野で総合的、計画的に推進するための「名古屋市食の安全・安心の確保のため

の行動計画 2028」を策定しましたので報告します。 

 

１ 計画の概要 

（1）計画期間 

   令和 6（2024）年度から令和 10（2028）年度までの 5年間 

（2）基本方針 

   前計画（行動計画 2023）を引き継ぐ新たな計画として、6 局 1 委員会（スポ

ーツ市民局、経済局、環境局、健康福祉局、子ども青少年局、緑政土木局、教

育委員会）の連携のもと、食の安全を確保し、さらに食の安全に関する情報を

正しく伝え信頼を醸成することで、食に対する安心を得ることを目指します。 

（3）基本施策 

  ア 食品衛生対策の推進 

  イ 事業者自らが実施する衛生管理の推進 

  ウ 緊急時を想定した対策 

  エ 食の情報バリアフリーに向けた取組みの推進 

  オ リスクコミュニケーションによる相互理解の促進 

 

２ 計画の閲覧・配布（3月 29日～） 

（1）市公式ウェブサイトに掲載 

（2）市民情報センター、各区役所、支所、保健センター等で配布 

 

３ その他 

  令和 5 年 11 月 27 日から 12 月 26 日に実施したパブリックコメントに寄せら

れた市民意見に対する市の考え方を、市公式ウェブサイトで公表しております。 

 

４ 添付資料 

  「名古屋市食の安全・安心の確保のための行動計画 2028」全体版 

備

考 

本件は、令和 6年 3月 29日付で市政記者クラブへ資料提供しました。 
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　 名古屋市（ 以下「 市」 と い う 。） で は、 平成20（ 2008） 年４ 月に 施行し た 名古屋

市食の安全・ 安心条例（ 以下「 食の安全・ 安心条例」 と い う 。） に 基づき 、 食の安全・

安心の確保のための行動計画を 策定し 、 関係各局の連携のも と 、 全市的に食品の安

全確保に 努めて き ま し た 。

　 食の安全・ 安心の確保のた め の行動計画2023（ 以下「 行動計画2023」 と い う 。）

の期間中（ 令和元年度～５ 年度） には、 食品衛生法等が改正さ れたこ と に加え 、 新

型コ ロ ナ ウイ ルス 感染症の拡大によ る 外出自粛の影響で 、 自宅で 過ご す時間が増え

た こ と に 伴い、 新し い 非接触・ 非対面のサービ ス が現れて い ま す。 さ ら に 、 SD G s

（ 持続可能な 開発目標） への取組みの推進な ど 、 食を と り ま く 社会情勢や環境は変

化し て い ま す。

　 ま た本市で は、令和８ 年（ 2026年） に国際的な 交流の舞台で ある ア ジ ア 競技大会・

ア ジ ア パラ 競技大会の開催を 控え 、 令和９ 年（ 2027年） 以降に は、 リ ニ ア 中央新幹

線の開業が予定さ れて お り 、 国内外から 多く の人々が訪れ、 本市の「 食」 の魅力を

発信する 機会にも な り ま す 。

　 以上のこ と を 踏ま え 、 食の安全・ 安心の対策を 総合的かつ計画的に推進する ため 、

行動計画2023を 引き 継ぐ 次期計画と し て、 食の安全・ 安心の確保のための行動計画

2028（ 以下「 行動計画2028」 と いう 。） を 策定し ま す。

１ 　 行動計画策定の趣旨
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第１ 章行動計画の策定にあたっ て



　 食の安全が市民の基本的な 権利で ある こ と を 尊重し 、 現在及び将来にわたっ て 市

民の健康の保護を 図る た め 、 市、 事業者、 消費者がそ の責務と 役割を 果た すと と も

に、 関係者間で 情報及び意見の交換（ リ ス ク コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン ） を 十分に 行い、

相互に理解・ 協力する こ と に よ っ て 、 食の安全・ 安心が確保さ れる こ と を 目指し ま

す。

（ １ ） あ ら ゆる 食品にはリ ス ク が存在する

　 食品は、 古く から 人間が生き て い く た めに 調理法な ど によ り 危害を も たら す要因

（ 病原微生物、 有害化学物質、 硬質異物な ど ） を 取り 除く 工夫を し て 、 栄養やエ ネ

ルギー源と し て 食べて き たも ので す 。

　 し かし 、 長い食経験があ る から と いっ て 、 誤っ た調理や過剰摂取な ど の食べ方に

よ っ て は、 健康への悪影響を 及ぼし ま す。 ま た、 かつて 平均寿命が80歳を 超え る よ

う な 時代はな かっ た ため、 80年を 超え る 長期的な 摂取によ る 影響は十分に 分かっ て

いな いと 言え ま す。

　 そ こ で 、 あら ゆる 食品に リ ス ク が存在する こ と を 認識し た う え で 、 健康への悪影

響が生じ な い よ う に する ために 、 生産から 消費の各段階におい て 、 リ ス ク を 低減す

る 管理が必要と な り ま す 。

２ 　 食の安全・ 安心条例の目指すべき 姿

３ 　 食の安全・ 安心についての基本的な考え方
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（ ２ ） 安全が信頼さ れて 安心が得ら れる

　 ア 　 食の「 安全」 と は

　 あ ら ゆる 食品にはリ ス ク があり ま すが 、 科学的な 手法を 用い る こ と で 客観的にそ

の程度を 測る こ と がで き ま す。 それら のリ ス ク が、 事業者及び行政の様々な 取組みに

よ り 、健康への影響を 及ぼさ な い 範囲ま で 低減さ れて いる 状態を 「 安全」 と し ま す。

　 イ 　 食の「 安心」 と は

　 安心は個人の感じ 方と いっ た主観的な 要素に左右さ れま す 。 事業者や行政の安全

確保の取組みについ て 、 市民が十分に情報を 得る こ と がで き 、 それを 理解し 、 納得

する こ と で 、 市民の信頼が醸成さ れて い る 状態を 「 安心」 と し ま す。

（ １ ） 位置づけ

　 行動計画は、 食の安全・ 安心条例第７ 条に 基づき 、 市民のみな さ ま の意見を 反映

し 、 食の安全・ 安心に関する 施策を 中期的な 視野で 実施する た めに 、 その施策の大

綱及びそ の他必要な 事項を 定める も ので す 。

　 ま た、名古屋市基本構想のも と 、長期的展望に立っ たま ち づく り を 明確化する 「 名

古屋市総合計画」 や「 食育基本法」 に基づき 策定する「 名古屋市食育推進計画」、「 名

古屋市消費生活条例」及び「 消費者教育の推進に関する 法律」に基づき 策定さ れる「 名

古屋市消費者行政推進プ ラ ン 」、「 食品ロ ス の削減の推進に関する 法律」 に 基づき 策

定さ れる 「 食品ロ ス 削減推進計画」 な ど 、 関係する 計画やプ ラ ン な ど と も 整合 、 連

携を 図り な がら 、 各種施策を 実施し ま す。

４ 　 行動計画の基本的事項
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（ ２ ） 期間

　 社会情勢の変化に 合わせて 食を 取り 巻く 環境も 変化し て いく こ と が想定さ れ 、 時

代に 沿っ た施策の推進が求めら れる こ と から 、 計画期間を ５ 年間と し ま す 。

（ １ ） 名古屋市食の安全・ 安心対策推進本部（ 以下「 推進本部」 と いう 。）

　 市の６ 局１ 委員会で 構成し 、 食の安全・ 安心に関する 情報の収集及び共有を 行う と

と も に、 施策の調整及び推進を 図り ま す。

　 　

（ ２ ） 名古屋市食の安全・ 安心推進会議（ 以下「 推進会議」 と いう 。）

　 食の安全・ 安心条例に基づいて 設置し ま す。 こ の会議で は、 学識経験者、 事業者、

消費者、 市が、 食の安全・ 安心の確保のための施策や関係者間の相互理解に関する こ

と な ど について協議し ます。

５ 　 行動計画の推進体制
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（ ３ ） 食の安全・ 安心の確保の実施体制

　 次の体制に よ り 、 関係局・ 委員会の連携を 図り な がら 、 食の安全・ 安心に関する

施策を 実施し ま す。

（ ４ ） 関係機関と の連携協力体制

　 多く の食品は、 複数の自治体に わた り 広域に流通し て お り 、 ま た 、 食中毒が発生

し た 場合、 患者が複数の自治体に関わる 場合があ り ま す 。

　 そ こ で 、 日頃から 連絡会議等を 通じ て 関係機関と 情報交換を 行う ほか 、 大規模食

中毒発生時や広域流通食品、 輸入食品の違反発見時等にお いて は、 国や他自治体な

ど 関係機関と 連携協力し て 、 食の安全を 確保し ま す。
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（ １ ） 公表

　 行動計画を 定め た と き 、 ま た は変更し た と き は、 食の安全・ 安心条例第7 条第4

項及び第5 項の規定に 基づき 、 市公式ウ ェ ブ サイ ト な ど で 速やかに 公表し ま す 。

（ ２ ） 進捗状況の検証

　 行動計画に 基づく 施策の実施状況は 、 推進本部にお いて 進捗状況を 管理する と と

も に 、 推進会議に 報告し 、 施策の推進方法に つい て 意見を 求めま す 。 ま た、 実施状

況に つい て は市公式ウェ ブ サイ ト な ど で 公表し ま す 。

６ 　 行動計画の管理
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第２ 章食の安全・ 安心に関する現状と 課題

7

　 行動計画2023にお い て は、 食の安全を 確保し 、 かつ食の安全に 関する 情報を 正し

く 伝え 信頼を 醸成する こ と に よ り 、 食に対する 安心を 得る と いう 方針のも と 、 関係

部局が連携し て 様々な 事業を 実施し ま し た 。

　 期間中は、 新型コ ロ ナ ウイ ルス 感染症の影響があり ま し たが 、 総合的には概ね計

画に 沿っ て 取組みま し た 。 行動計画2023に おけ る 令和4年度末時点の数値目標の状

況は次のと お り で す 。

○令和４ 年度末時点の数値目標の状況

指　 標
基準値

（ 平成29年度）

目標値

（ 令和５ 年度）

実績

（ 令和４ 年度）

計画全体
食品が安全・ 安心だ

と 感じ る 市民の割合
71.6％ 80％ 83. 8％

施策の柱１

食の安全の確保

カ ン ピ ロ バク タ ー食

中毒の発生件数
９ 件 ０ 件 ５ 件

H A C C Pに 沿っ た 衛

生管理を 実施し て い

る 施設

－ 100％ 54.5％

施策の柱２

食の安全への

信頼の醸成

リ ス ク コ ミ ュ ニ ケー

シ ョ ン 事業へ参加し

た市民の延べ人数

過去５ 年平均

2,489人
3, 000人以上 3,087人

講習会等消費者教育

事業における 理解度
90.7％ 90％以上 97.8％

　 計画全体で は、 食品が安全・ 安心だと 感じ る 市民の割合が80％を 超え て いま すが、

引き 続き 、 80％以上を 維持で き る よ う 取組む必要があ り ま す 。

　 施策の柱１ におい て 、 カ ン ピ ロ バク タ ーを 原因と する 食中毒は 、 令和４ 年度に ５

件発生し て い ま す。 ま た 、 事業者が行う H A C C P に 沿っ た 衛生管理は実施状況を 順

次確認し て い ま す。 引き 続き カ ン ピ ロ バク タ ーを 含む 食中毒等を 防止する た めに 、

H A C C Pに 沿っ た衛生管理の実施状況に 応じ た指導 ・ 助言を 継続し て いく 必要があ

り ま す。

　 施策の柱２ のリ ス ク コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン 事業へ参加し た 市民の延べ人数や 、 講習

会等消費者教育事業にお ける 理解度について は 、 目標値に達し て いま す 。

１ 　 前行動計画（ 行動計画2023） の取組状況と 評価
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　 食中毒の原因と な る 細菌で あり 、 主に鶏、 牛、 豚な ど の腸管内に存在し 、 特

に鶏肉（ 内臓を 含む） で 高率に検出さ れま す。 感染し た数週間後に、 合併症と

し て「 ギラ ン ・ バレ ー症候群（ 手足の筋力低下を 伴う 神経症状）」 を 発症する

場合がある こ と も 指摘さ れて いま す。

　 カ ン ピ ロ バク タ ーによ る 食中毒は、 ５ 年間（ 平成30年～令和４ 年） に市内で

最も 多く 発生し て おり 、 原因施設と な っ た 飲食店の多く で は、 加熱用の鶏肉を

生ま たは加熱不十分な 鶏肉料理と し て 提供さ れて いま し た。

　 H a za r d（ 危害）A n a ly s is（ 分析）C r itic a l（ 重要）C on tr o l（ 管理）P o in t（ 点）

の略称で、 事業者自ら が、 原材料入荷から 製品出荷ま で の全工程の中で 食中

毒菌汚染や異物混入等の危害要因を 分析し 、 特に重要な ポイ ン ト を 集中管理

し 、 安全性を 確保する 衛生管理の方法で す。

　 こ の手法は・国連の国連食糧農業機関（ F A O ） と 世界保健機関（ W H O ） の

合同機関で ある 食品規格・（ コ ーデッ ク ス ）・委員会から 発表さ れ、 各国にその

採用を 推奨し て いる 国際的に認めら れたも のです。

カ ン ピ ロ バク タ ーと は？

H A C C P （ ハサッ プ ） と は？



第２ 章食の安全・ 安心に関する現状と 課題

9

　 行動計画2028の策定に 先立ち 、 市民の食の安全・ 安心に 関する 意識を 調査する た

めに 令和４ （ 2022） 年度に 「 食の安全・ 安心に 関する ア ン ケ ート 」（ 以下「 市民ア

ン ケ ート 」 と いう 。） を 実施し ま し た。 市民ア ン ケ ート は、 無作為抽出し た 市内居

住満18歳以上 の市民2,000人を 対象に 郵送に よ り 、 令和４ 年10月17

日 ～11月16日 の 間 に 実 施 し 、 回 答 者885人、 回 答 率44.3％ で し た 。

詳細について は巻末資料編ま たはホ ームページ から 確認で き ま す 。

　 以下に 、 市民ア ン ケ ート 結果の抜粋を 示し ま す 。

（ １ ） 食生活（ 主に夕食） に関し て 、 あな たは食材の調理を し ま すか。

（ １ －２ ）「 調理を し な い 」「 ど ち ら かと いう と 調理を し な い 」 と 回答し た 方の中で 、

食生活（ 主に夕食） に関し て 、 あ な たの状況に最も 近い項目は何で すか 。

２ 　 食の安全・ 安心に関する 市民の意識調査と 評価
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　「 調理を する 」「 ど ち ら かと い う と 調理を する 」 と 答え た 人が合わせて66.1％で し

た。 ま た 、「 調理はし な い 」「 ど ち ら かと い う と 調理はし な い 」 と 答え た 人のう ち「 弁

当や惣菜を 購入、 テ イ ク ア ウ ト ・ デリ バリ ーを 活用す る 」 人は15.3％、「 飲食店で

食事を する 」 人は2.7％、「 家族等が調理し たも のを 食べる 」 人は74.8％で し た。

　 食品の購入方法が多様化する 中で 、 家庭で 調理や保管する と き の衛生管理につい

て の啓発は今後も 重要で ある と 考え ま す 。

（ ２ ） あ な た が、 食の安全について 関心があ る 項目は何で すか 。（ 複数回答）

　 食の安全に つい て の関心は、「 細菌やウ イ ルス な ど に よ る 食中毒（ 64.3% ）」 が最

も 多く 、 次い で 「 食品添加物（ 60.7％）」、「 原産地や消費期限・ 賞味期限な ど の表

示（ 51.1％）」、「 輸入食品（ 48.2％）」、「 農産物に 使われた 農薬の残留 （ 40.3% ）」 の

順で し た 。
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（ ３ ） あな た は「 H A C C P （ ハサッ プ ）」 と い う 言葉やそ の内容に つい て 知っ て い ま

すか。

　 H AC C P（ ハサッ プ ） について「 言葉も 内容も 知っ て いる 」 と 答え た人が9.9％、「 言

葉は聞い たこ と があ る が、 内容ま で は知ら な い」、「 言葉も 内容も 知ら な い 」 と 答え

た人が合わせて 89.7％で し た 。

　 事業者が行う 衛生管理の取組みが 、 消費者に十分に認知さ れて いな い状況にあ り

ま す。
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（ ４ ） あ な た は、 カ ン ピ ロ バク タ ー食中毒に つい て 気を つけ て い ま すか 。

（ ４ －２ ）「 気を つけて い る 」「 少し 気を つけ て い る 」 と 回答し た 方の中で 、あな た が、

カ ン ピ ロ バク タ ー食中毒につい て 気を つけて いる こ と は何で すか 。

（ 複数回答）

　「 気を つけ て い る 」、「 少し 気を つけ て い る 」 と 答え た 人が合わせて72.1％で し た。

そ のう ち 、 気を つけ て い る 内容を 尋ねた と こ ろ 、「 生ま た は加熱不十分な 鶏肉を 食

べな い よ う に 気を つ け て い る 」 人は92.5％、「 新鮮な 鶏肉だ と し て も 、 生で 食べな

い よ う に し て い る 」 人は74.8％、「 鶏肉を 扱っ た 調理器具や手な ど はよ く 洗う 」 人

は67.7％で し た。

　 カ ン ピ ロ バク タ ー 食中毒の予防に つ い て は、 こ れま で も 啓発を 進めて き ま し た

が、「 気に し て いな い 」 と 答え た25.5% の方には認知さ れて いな い状況にあ り ま す 。

　 ま た、 カ ン ピ ロ バク タ ー食中毒に 気を つけて いる と 回答さ れて いる 方で も 、 生の

鶏肉や調理器具の取扱い に 留意し て い る 割合は67.7％で し た。 こ のこ と から 、 生ま

た は加熱不十分な 鶏肉を 食べる 危険性やカ ン ピ ロ バク タ ー 食中毒の予防法に つ い

て 、 十分に浸透し て いな い状況に あり 、 今後も 重点的な 啓発が必要で す 。



第２ 章食の安全・ 安心に関する現状と 課題

1 3

（ ５ ） あ な た は、 食の安全に 関する 情報を 、普段ど こ から 得て いま すか。（ 複数回答）

　「 テ レ ビ 」 が64.9％で 最も 多く 、 以下は「 新聞・ 雑誌」 が41.7％、「 イ ン タ ーネ ッ

ト の検索サイ ト 」 が37.6％の順で し た 。
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　 年齢層によ っ て も 、 食の安全に関する 情報を 得る 方法は異な っ て お り 、 年齢層が

高く な る と「 テ レ ビ 」や「 新聞・ 雑誌」が多く 、若年層で は、「 イ ン タ ーネッ ト 」や「 SN S 」

が多く な っ て いま す 。

　 食の安全に 関する 情報を 得る ための情報媒体が多様化し て お り 、 消費者の年齢層

な ど によ っ て 差が見ら れる こ と に留意する 必要があり ま す 。

（ ６ ） 名古屋市が食の安全・ 安心の確保のた めに 行っ て い る こ と に つい て 、 あ な た

が知っ て いる こ と は何で すか。（ 複数回答）

　 設問の項目は、 い ずれも 食の安全を 確保する ために 、 本市で 行っ て いる 取組みで

す。

　「 飲 食 店や 食 品製 造施 設 な ど の 衛 生状 態 に つ い て 監視 し て い る 」 が32.8％、 以

下は「 市内で 製造ま た は流通す る 食品の安全性に つ い て、 検査を 行っ て い る 」 が

21.9％、「 市立学校や福祉施設な ど の給食が安全に 提供さ れる よ う に 調理従事者へ

の研修を 行っ て いる 」 が19.3％で し た 。 一方で 、「 特にな い」 が39.4% と 最も 多く な っ

て い ま し た。

　 こ のよ う な 取組みを 今後も 多く の方に 情報発信し て いく 必要があり ま す 。
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（ １ ） 食品衛生法等の改正に よ る H A C C P に 沿っ た衛生管理の制度化

　 令 和 ３ 年６ 月に 改 正食 品 衛 生法 等 が本 格 施行 さ れ、 原 則、 す べて の事 業 者 は

H A C CP に 沿っ た衛生管理に取組むこ と が制度化さ れま し た 。

　 事業者はH A CC P に 沿っ た衛生管理に 取組むこ と で 、 衛生管理方法が「 見え る 化」

で き る な ど のメ リ ッ ト も ある ため 、 定着を 図っ て い く 必要があり ま す 。

　 ま た 、 消費者はH A C C P の考え 方を 知る こ と で 、 家庭で の食中毒予防に 活用する

こ と がで き ま す。 さ ら に、 事業者が行う H A C C P の取組みに つい て も 理解が進み、

食の安全に対する 信頼に 繋がる ため 、 そ の認知度を 高めて い く 必要があり ま す 。

（ ２ ） 新し い 生活様式への変化

　 新型コ ロ ナ ウイ ルス 感染症の影響な ど によ り 、 飲食店にお ける テ イ ク ア ウ ト やデ

リ バリ ーによ る 提供、 自動販売機に よ る 営業時間外の商品販売 、 その他ネッ ト ス ー

パーの利用な ど 食品の流通・ 提供形態が多様化し て い ま す 。

　 消費者・ 事業者の双方がこ う し た 食品の特性を ふま え 、 衛生的な 取扱い がで き る

よ う 啓発し て いく こ と が必要で す 。

（ ３ ） 情報媒体の多様化と 食の情報バリ ア フ リ ー

　 ス マ ート フ ォ ン が普及し 、 行政情報を 届け る た めの広報について も 、 新聞やテ レ

ビ ・ ラ ジ オ な ど 、 従来の媒体に 加え、 SN S や動画配信な ど の新た な 媒体が活用さ

れる よ う にな り 、 情報媒体の多様化が急激に進んで い ま す 。

　 市民に おい て も 、 自分に最適な 情報媒体を 用い 、 欲し い情報を 選択し て 得ら れる

よ う にな っ て おり 、 本市にお いて も 行政情報を 届け やすい環境にな っ て き ま し た 。

　 食の情報に ついて は「 媒体に よ っ て 受け手や情報に差があ る 」、「 関心・ 興味に ち

がい があ る 」、「 情報の内容が難し い 」 な ど のバリ ア があ り ま す 。 消費者が自ら の判

断で 食品を 選択する ための情報を 容易に 入手で き る よ う 、 受け 手に 合っ た 方法・ 手

段で 実施する な ど 情報発信を 拡充し 、「 食の情報バリ ア フ リ ー」 を 推進する こ と が

重要で す。

３ 　 食の安全・ 安心を と り まく 環境や社会情勢の変化と 課題

テ イ ク アウト

　 消費者が飲食物を 店内から 持ち 帰る こ と 。

デリ バリ ー

　 調理さ れた食品を 指定の場所に配達する こ と 。
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　 特に食物ア レ ルギーな ど 健康上の理由から 食への配慮が必要な 消費者に は 、 食の

安全の確保のため食物ア レ ルギー情報が正し く 提供さ れる こ と が大切で す 。 そ のた

めに 食品事業者と 消費者双方が食物ア レ ルギーの重要性を 理解し 、 社会全体で 広く

共有さ れる 必要があ り ま す 。

（ ４ ） 食品ロ ス に対する 関心の高ま り

　 食品ロ ス と は、 本来食べら れる に も 関わら ず捨て ら れて

し ま う 食品のこ と で す。 食品ロ ス 削減に 向けて 様々な 取組

みが行われて い る 中で 、 食品の安全が確保さ れる よ う 、 食

品の衛生管理に 関する 留意点を 事業者や消費者に 啓発し て

いく 必要があ り ま す 。

「 食べ残し ゼロ 協力店」
ステ ッ カ ー
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　 行動計画2028にお い て は、 食の安全を 確保し 、 かつ食の安全に 関する 情報を 正し

く 伝え 、 信頼を 醸成する こ と に よ り 、 食に対する 安心を 得る と い う 方針のも と 、 次

の２ つの柱の下に ５ つの基本施策と 12の個別施策を 設定し 、 重点的に 取組む施策を

総合的に 推進し ま す 。

●施策の柱１ 　 食の安全の確保

　 生産から 販売に至る 各段階におい て 、 主に 事業者と 行政に よ る 食の安全確保を 推

進し ま す。

重点施策： Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ に 沿っ た衛生管理の定着の推進

　 食品の流通、 提供形態が多様化する 中、 事業者が行う H AC C P に 沿っ た 衛生管理

の定着を 推進し 、 食中毒等の危害発生を 防止し ま す 。

●施策の柱２ 　 食の安全への信頼の醸成

　 食の安全に 関する 情報提供を 行い 、 関係者の相互理解を 促すこ と に よ り 、 食の安

全への信頼の醸成を 図り ま す 。

重点施策： 食の情報バリ ア フ リ ーに 向け た取組みの推進

　 消費者の年齢層な ど に 適し た情報媒体を 活用し 、 食の情報を 広く 発信する と と も

に、 市民の学習機会を 提供し ま す 。 ま た、 食物ア レ ルギーについて も 消費者や事業

者へ適切に 情報提供を 行い ま す。 こ れら の情報発信を 通じ て リ ス ク コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン に よ る 相互理解の促進に繋げま す 。

１ 　 行動計画2028の基本方針
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　 行動計画2028の進捗状況を 把握する ために 、 次表のと おり 目標を 設定し ま す 。

・

指　 標 基準値
目標値

（ 令和10年度）

計画全体
食品が 安全・ 安 心だ と

感じ る 市民の割合
72. 2％ 80％以上

施策の柱１

食の安全の確保

細菌やウ イ ルス に よ る

食中毒の発生件数
11件

（ 過去10年間の平均値）
５ 件以下

大規模食中毒

（ 患者数50人以上） の

発生件数

２ 件 ０ 件

HACCPの継続に支援が

必要な事業者の割合
63. 3％ 40％以下

施策の柱２

食の安全への

信頼の醸成

カンピロバク タ ー食中毒に

気をつけている市民の割合
72. 1％ 90％以上

リ スク コ ミ ュ ニケーショ

ン事業への参加者数
3, 087人 5, 000人以上

２ 　 指標と なる 目標値の設定
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施策の柱１ 食の安全の確保

基本施策１ 食品衛生対策の推進

個別施策１ 生産・ 流通段階における食の安全の確保 

（ １ ） 農薬の適正使用の啓発や環境保全型農業の推進 【 緑政土木局】

　 安全な 農産物の生産を 推進する た め 、 生産者に 対し て 、 農薬な ど 薬剤の適正使用

の啓発や環境保全型農業の推進を 行いま す 。

・

農薬の適正使用講習会の様子

（ ２ ） 家畜伝染病の発生予防、 ま ん延防止【 緑政土木局】

　 家畜伝染病の発生の予防及びま ん延を 防止する ため 、 防疫対策マ ニ ュ ア ルを 更新

する と と も に 庁内の関係課と 発生を 想定し た 訓練を 実施し ま す 。

・

家畜飼育の様子
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（ ３ ） 中央卸売市場にお ける 食の安全の確保 【 経済局・ 健康福祉局】

　 食の流通拠点で あ る 中央卸売市場に お い て、 安全な 生鮮食品の供給を 確保し ま

す。 品質管理の向上のた めに、 有蓋化範囲の拡大
※

や温度管理機能の充実を 図っ て

い く と と も に 、 市場内関係者に よ る 食の安全･安心に 関する 連絡会議な ど を 開催し

て 、 情報交換や勉強会な ど を 行い ま す 。 ま た 、 各市場に設置さ れた 衛生検査所が食

品衛生の監視指導及び 検査を 行い 、 食の安

全・ 安心の確保を 担保し ま す 。

※屋根等の設置範囲拡大を 実施予定。

名古屋市中央卸売市場

本　 　 場 熱田区
青果

水産物

北部市場
西春日井郡

豊山町

青果

水産物

南部市場 港区 食肉

名古屋市中央卸売市場（ 本場） 細菌検査の様子

名古屋市南部と 畜場について

　 食肉を 扱う 名古屋市南部市場に は食用に す る 目的で 牛、

豚を と 畜解体する た め名古屋市南部と 畜場が併設さ れて い

ま す。 衛生的な と 畜を 行う と と も に、 と 畜検査員が１ 頭ご

と に 検査を 行い、 食用に不適な 病気の家畜や病変部位を 排

除し て 食肉の安全を 確保し て いま す。
と 畜検査の様子
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個別施策２ 製造・ 加工・ 調理・ 販売段階における食の安全の確保

（ １ ） 食品等事業者への監視指導及び食品等の検査の実施 【 健康福祉局】

　 食中毒の発生防止や違反食品等の排除、 施設の衛生管理の向上を 図る た め、「 名

古屋市食品衛生監視指導計画」 に 基づき 、 製造・ 加工・ 調理・ 販売に至る ま で 、 各

段階の食品関係施設への監視指導や食品の抜き 取り 検査を 実施し ま す 。

　 抜き 取り 検査は、 市内で 製造さ れる 食品や流通する 食品 （ 輸入食品を 含む） を 対

象に 、 食品衛生検査所、 食肉衛生検査所及び衛生研究所にお いて 実施し 、 違反食品

等を 発見し た 場合に は、 原因施設に 対する 措置や再発防止の指導を 行いま す 。

○名古屋市が実施し ている主な食品検査

[微生物の検査]

　 健康被害を 起こ し 食中毒の原因と な る 病原微生物や施設の衛生状態を 示す一

般細菌数等の検査を 実施し ます。

 [残留農薬及び残留動物用医薬品に関する 検査]

　 野菜果物等の農産物に加え て冷凍食品等の加工食品について残留農薬の検査

を 、 牛や豚など の畜産物に加えて 養殖水産食品について 残留動物用医薬品の検

査を 実施し ます。

食品衛生監視員によ る 監視指導 理化学検査の様子

　 食品衛生法第24条第１ 項に基づき 毎年策定する 計画（ 単年度計画） で、 監視

指導等の事業を 重点的かつ効果的に実施する ために策定し 、 公表する も の。

食品衛生監視指導計画と は？
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[食品添加物の検査]

　 食品添加物の使用基準が遵守さ れて いる か確認する ために 、 市内で 製造又は

流通する 食品を 対象に検査を 実施し ま す。 また、 食品添加物表示が適正にさ れ

ている か検査によ り 確認し ます。

[アレ ルギー物質を 含む食品の検査]

　 アレ ルギー表示の欠落は、 食物アレ ルギー患者の健康危害の発生に結びつく

ため、 市内で 製造又は流通する 食品を 対象に収去検査する こ と で 、 適正表示を

確認し ます。

[遺伝子組換え食品の検査]

　 遺伝子組換え 技術によ る 農産物やそれを 原料と し た加工食品について検査を

実施し ます。

[輸入食品に対する 検査]

　 輸入食品取扱施設に立入り 、 違反や流通状況など を 考慮し 監視指導と 収去を

実施する こ と で違反食品の発見排除に努めます。

[放射性物質の検査]

　 放射性物質によ る 食品の汚染について 、 市内に流通する 食品を 対象に検査を

実施し ます。

（ ２ ） 食中毒防止対策の推進 【 健康福祉局】

　 成果指標と し て 挙げて いる 食中毒の発生を 未然に防止する た め 、 特にカ ン ピ ロ バ

ク タ ーやノ ロ ウイ ルス な ど を 原因と する 食中毒の発生状況や事例等を ふま え 、 対象

施設や取扱う 食品の特性な ど 食中毒の発生リ ス ク に応じ た 重点的 、 効果的な 監視指

導を 実施し ま す。

（ ３ ） 学校給食にお ける 安全・ 安心の確保 【 教育委員会】

　 給食の安全確保に 向け 、 文部科学省の定める 「 学校給食衛生管理基準」 を 始めと

し た 各種衛生基準に 基づき 、 施設・ 設備、 食品等は衛生的に取扱う と と も に 、 食材

の検収、 検食、 調理従事者への研修、 食材や器具の衛生検査等を 実施し ま す。 ま

た、 食材の産地、 放射性物質の検査結果、 食物ア レ ルギー等に 関する 情報を 公表し

ま す。 小学校給食の調理委託を する に あた っ て は 、 受託する 事業者の学校給食に 係

る 知識・ 技能を 総合的に 評価し 、 委託後も 、 調理従事者への研修や衛生検査を 行い
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ま す。 中学校ス ク ールラ ン チ にお いて は、 衛生に 関する 専門的な 知識を 有し た 指導

員を 設置し 、 衛生検査や食材のチ ェ ッ ク を 行いま す 。

（ ４ ） 社会福祉施設な ど の給食の安全の確保 【 健康福祉局・ 子ど も 青少年局】

　 抵抗力の弱い幼児や高齢者な ど が集団生活を 行っ て いる 社会福祉施設な ど にお い

て 、 食中毒防止を 図る た め 、 国が定めた 「 大量調理施設衛生管理マ ニ ュ ア ル」 に基

づい た施設の衛生管理、 調理従事者の健康管理や研修を 実施し ま す 。

（ ５ ） 健康食品の医薬品成分検査及び指導 【 健康福祉局】

　 い わゆる 健康食品によ る 健康被害を 防止する た め 、 医薬品成分を 含有する 疑い が

ある 健康食品の成分検査を 実施し ま す 。 ま た 、 医薬品的な 効能効果を 標ぼう する 健

康食品の広告に対し て 指導を 行いま す 。

（ ６ ） 廃棄処理の適正な 処理の確認 【 環境局】

　 食品残渣を 扱う 廃棄物処理業者に 対し て 、 産業廃棄物管理票（ マ ニ フ ェ ス ト ） の

管理状況な ど 、 廃棄食品の適正な 処理を 確認する ために 、 立入検査を 行い ま す 。
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個別施策３ 適正な食品表示の推進【 健康福祉局】

　 事業者に対し 、 食品表示法に基づく 表示が適正に実施さ れる よ う 監視 、 指導を 行

いま す。 ま た、 必要に応じ て 、 国や他自治体な ど の関係機関と 連携し て 調査 、 指導

を 行いま す。

　 食品の表示は、 消費者が食品を 選択する ためや、 食品の内容について 正し く

理解し 、 食べる 際の安全性を 確保する ために重要な 情報源で す。 ま た、 食品に

よ る 健康被害が起こ っ た際には、 行政機関が原因調査を 行う 時の大切な 情報源

と も な り ま す。 そ のた め、 事業者は食品に関する 情報を 正確に表示し な ければ

な り ま せん。 食品の表示ルールは、 食品表示法を はじ めと する さ ま ざ ま な 法律

で 定めら れて いま す。

法律の名称 表示の目的

食品表示法

・ 飲食に起因する 衛生上の危害発生防止

　【 賞味(消費)期限、 保存方法、 ア レ ルギー物質、

食品添加物　 など 】

・ 品質に関する 適正表示と 消費者の商品選択

　【 原材料、 原産地　 など 】

・ 健康の保持増進

　【 栄養成分の量及び熱量　 など 】

不当景品類

及び不当表示防止法

（ 景品表示法）

消費者に誤認さ れる 不当な表示の禁止

計量法 内容量等の表示

食品衛生法
食品衛生上の危害を 及ぼすおそれのある 虚偽誇大

表示の禁止

健康増進法
健康の保持増進の効果等について虚偽誇大表示の

禁止

医薬品、 医療機器等の

品質、 有効性及び安全性

の確保等に関する 法律

（ 医薬品医療機器等法）

医薬品的な効能効果の表示の禁止

食品表示と は？



第４ 章 施策の展開

2 6

基本施策２ 事業者自ら が実施する衛生管理の推進

個別施策４
H A CCPに沿っ た衛生管理の定着の推進 【 経済局・

健康福祉局・ 子ども 青少年局・ 教育委員会】

　 関 係 各 局 が 連 携 し て 、 流 通 か ら 製 造・ 加 工・ 調 理・ 販 売 の 各 段 階 に お け る

H A C C P に沿っ た衛生管理の確実な 実施を 推進し ま す 。

　 特に、 事業者がH A CC P に 沿っ た 衛生管理を 継続的かつ適切に 運用で き る よ う に

する ため、 実施状況に応じ た 指導・ 助言を 行う と と も に 、 定着に向けた 支援を 行い

ま す。

　 ま た、 営業施設に おいて 衛生管理の中心的な 役割を 担う 「 食品衛生責任者」 に 対

し 、 食品衛生に 関する 最新の知見を 習得し て も ら う ための講習会を 開催し ま す 。

個別施策５
多様化する食品の流通、 提供形態に応じ た支援

【 健康福祉局】

　 事業者に 対し 、 食品の流通、 提供形態や、 食品の特性

に 応じ た 適切な 衛生管理を 実施し て も ら う た め、 定期的

な 監視で の必要な 指導・ 助言、 講習会を 通じ た 情報提供

な ど の支援を 行い ま す 。

支援に関する 資料の一例
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基本施策３ 緊急時を想定し た対策

個別施策６ 危機管理体制の整備【 健康福祉局】

（ １ ） 食中毒等健康被害発生時の対応

　 食中毒な ど の健康被害が発生し た 場合は 、 保健所長を 中心と し た 体制に よ り 調査

や検査等を 迅速に実施し 、 原因究明や被害拡大防止を 図り ま す 。

　 市内で 大規模な 食中毒等が発生し た場合に は 、 食中毒対策本部を 設置し 対応にあ

たり 、 複数自治体にま たがる 広域的な 食中毒事案が発生し た 場合に は 、 関係機関に

よ り 構成さ れる 「 広域連携協議会」 を 通じ て 、 調査・ 検査・ 情報共有等を 行い ま す 。

　 保健セ ン タ ー等で は、 市民の身近な 「 食の安全・ 安心に関する 窓口」 と し て 苦情・

相談を 受け付け、 緊急を 要する 際は、 原因究明のた め、 該当食品等の調査や検査な

ど を 迅速かつ的確に 対応し ま す 。

（ ２ ） 災害に 対する 備え

　 平常時から 避難所にお ける 食中毒防止対策の周知を 図る ため 、 避難所運営の関係

者を 始めと する 市民に対し 、 リ ーフ レ ッ ト 等を 活用し た啓発を 行い ま す 。

　 災害発生時には、「 名古屋市地域防災計画」 に基づき 、 災害発生地域内の食品衛生関

係施設への監視指導や、 避難所にお ける 食品の取扱いに 関する 指導を 行いま す 。

個別施策７ 健康危機管理に対応する人材育成【 健康福祉局】

　 食中毒な ど 健康危機発生時に迅速かつ的確な 対応や監視指導を 行う ための各種研

修を 実施し 、 食品衛生監視員の技術の向上を 図り ま す 。

　 ま た、 厚生労働省等が主催する 各種専門の研修会へ職員を 派遣する こ と に よ り 、

最新の衛生管理知識等を 習得し ま す 。

　 500 人を 超える 患者や重症者、 死亡者の多発等大規模な食中毒の発生（ そ の疑いがあ

る 場合を 含む。） 時に設置する も のです。 体制は以下のと おり です。

［ 食中毒対策本部］

　 本部長　 　 　 　 保健所長

　 副本部長　 　 　 健康部長　 　 生活衛生部長　 　 衛生研究所長

　 健康福祉局　 　 総務課長　 　 監査課長　 　 保健医療課長　 　 感染症対策課長

　 　 　 　 　 　 　 　 環境薬務課長　 　 食品衛生課長　 　 衛生研究所副所長

〈 食中毒対策本部について 〉
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施策の柱２ 食の安全への信頼の醸成

基本施策４ 食の情報バリ アフ リ ーに向けた取組みの推進

個別施策８ 各種媒体を活用し た情報発信 

（ １ ） 様々な 媒体を 利用し た 情報提供 【 ス ポーツ 市民局・ 健康福祉局】

　 市民に 対し て、 市公式ウ ェ ブ サイ ト やく ら し のほっ と 通信、 SN S な ど 様々な 情

報媒体を 活用し て 、 食中毒の原因や予防方法、 輸入食品や食品添加物な ど の安全確

保の仕組み、 事業者が行う 衛生管理の取組みな ど の情報を 継続的に発信し ま す 。

（ ２ ） 食品ロ ス 削減に関する 適切な 情報発信 【 環境局・ 健康福祉局】

　 家庭で の食品ロ ス を 削減する ため賞味期限・ 消費期限及び保存方法の正し い理解

の促進や、 外食時の持ち 帰り に つい て 食品衛生上の注意事項に関する 情報提供を 行

いま す。

（ ３ ） 注意喚起情報の発信【 健康福祉局】

　 健康被害の発生のお そ れがあ る 食

品の流通が確認さ れた 時な ど は、 市

公式ウ ェ ブ サイ ト な ど で 注意喚起情

報を 発信し ま す。

　 ま た 、 夏季の食中毒が起こ り やす

い 温度や湿度に な っ た と き な ど 、 食

中 毒 の 発 生 が 予 想 さ れ る 場 合 に は

「 食中 毒警報 」 を 、 冬季の ノ ロ ウ イ

ルス 食中毒が発生し やすい 時期に は

「 ノ ロ ウ イ ルス 食中毒注意報・ 警報」

を 発表し て 、 市民や食品事業者へ食中毒防止を 呼びかけま す 。

　 さ ら に カ ン ピ ロ バク タ ーやノ ロ ウ イ ルス な ど 特に発生件数が多い食中毒につい て

は、 食中毒防止対策期間を 設けて 重点的に 注意喚起を 行い ま す 。

食中毒防止対策の啓発資材の一例
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個別施策９ 市民の学習機会の提供

（ １ ） 消費生活セ ン タ ーにお ける 講座の開催 【 ス ポーツ 市民局】

　 消費生活セ ン タ ーで は、 食に 関する 身近な 題材を 取り 上げた簡易テ ス ト や手作り

実習を 通じ て 学ぶ体験型の実習講座な ど を 定期的に開催し ま す 。

（ ２ ） 卸売市場への消費者理解の促進等 【 経済局】

　 市場関係事業者等と 連携し 、 消費者と の交流等を 通じ て 、 卸売市場について の消

費者理解の促進を 図る な ど の取組みを 進めて いき ま す 。

（ ３ ） 食品安全・ 安心学習セ ン タ ー事業の実施 【 健康福祉局】

　 小中学生期から 高齢者ま で の幅広い世代に 対し 、 中央卸売市場本場内の食品衛生

検査所に おい て 講習・ 体験学習等を 行う こ と によ り 食の安全に 関する 理解を 深めま

す。

　 ま た、 食品衛生検査所へ来て いた だく こ と が難し い方々に も 、 食の安全に つい て

学んで い ただ ける よ う に 、 所外で の出張講座を 実施し ま す 。

（ ４ ） 食育の推進【 健康福祉局】

　 食の安全への信頼を 醸成する ためには 、 市民一人ひと り が食に関心を 持ち 、 自ら

食育を 実践する こ と が重要で す 。 名古屋市食育推進計画に基づき 食育を 総合的に推

進し 、 市民の食育に対する 関心を 高め 、 食の安全に関し て も 、 知識と 選択する 力を

習得し 、 健全な 食生活の実現を めざ し ま す 。

市場内の見学 体験講座
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（ ５ ） 食農教育の推進【 緑政土木局】

　 食農教育と は、 食料を 生産する 農業の役割や重要性を 理解し て も ら う た めに 行う

様々な 教育のこ と を いい ま す 。 小学校への出前講座の実施や、 農業セ ン タ ーを 始め

と する 農業公園3公園で の食や農業に 関す る 各種講座･体験教室･収穫体験イ ベ ン ト

等の開催、 朝市や青空市の開催支援を 行いま す 。

（ ６ ） 消費者講習会の開催【 健康福祉局】

　 保健セ ン タ ーな ど で 講習会を 開催し 、 認知度の低い カ ン ピ ロ バク タ ーな ど の食中

毒防止に 関する 情報を 提供し ま す 。 保健セ ン タ ーの両親学級 （ パパマ マ 教室） や乳

幼児健診な ど で は、 妊産婦や乳幼児が注意すべき 食品のと り 方や取り 扱い 方な ど 、

食の安全・ 安心に関する 啓発事業を 行い ま す 。

　 食育と は、 生き る 上で の基本で あ っ て、 知育、 徳育及び体育の基礎と な る べ

き も のと 位置づける と と も に、 様々な 経験を 通じ て 「 食」 に関する 知識と 「 食」

を 選択する 力を 習得し 、 健全な 食生活を 実践する こ と がで き る 人間を 育て る こ

と と さ れていま す。（ 食育基本法前文よ り ）

名古屋市食育ウェ ブサイ ト 　 なごや食育ひろ ば
（ h ttp s ://w w w .k en ko -sh ok u ik u .c ity .n a g o ya . jp /）

小学校への出前講座

食育と は？

https://www.kenko-shokuiku.city.nagoya.jp/
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個別施策10
食物アレルギーに関する情報提供

【 健康福祉局・ 子ども 青少年局・ 教育委員会】

　 消費者に対し 、 食物ア レ ルギーに関する 食品表示制度や外食等を 利用する 際の留

意点を 啓発し ま す。

　 飲食店等の事業者には、 食物ア レ ルギー表示に 関する 正確な 理解を 促し 、 消費者

への食物ア レ ルギーの情報提供の取組みの重要性や注意点を 広く 周知し ま す 。 必要

に 応じ て 、 コ ン タ ミ ネ ーシ ョ ン 対策な ど を 、 個別施策５ 「 多様化する 食品の流通、

提供形態に応じ た支援」 に おい て 事業者に指導、 助言を 行い ま す。

　 学校、 保育所等で は、 食物ア レ ルギーによ る 健康被害が発生し な い よ う 適切な 措

置を 講じ る と と も に 、 食品取扱者への研修等の機会を 確保し ま す 。

食物アレ ルギーに関する リ ーフ レ ッ ト の一例（ 消費者庁）
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基本施策５ リ スク コ ミ ュ ニケーショ ンによる相互理解の促進

個別施策11 関係者間(市民・ 事業者・ 行政)による意見交換の推進 

（ １ ） 関係者間によ る 意見交換【 関係各局】

　 基本施策４ 「 食の情報バリ ア フ リ ーに向け た取組みの推進 」 で 実施さ れる 各種事

業（ 双方向で 実施さ れる 情報発信、 学習事業等） に おい て 、 関係者間で 意見交換等

が行われる よ う に努め、 相互に 信頼関係が築かれる こ と を 目指し ま す 。

（ ２ ） 意見交換会の実施【 健康福祉局】

　 食の安全・ 安心フ ォ ーラ ム 、 消費者懇談会な ど にお いて 、 食の安全について 、 市

民の関心に沿っ たテ ーマ な ど を 取り 上げて 、 消費者、 事業者、 市の三者が情報と 意

見を 交換する 場を 設けま す 。

（ ３ ） 一日食品衛生監視員の実施 【 健康福祉局】

　 消費者から 公募し た 一日食品衛生監視員が、 食品衛生検査所の監視員と 同行し

て 、 名古屋市中央卸売市場本場内の食品販売施設な ど に対し て 衛生状態の確認等を

行い ま す。 その後、 市場内の関係事業者、 消費者、 市の三者が意見交換を 行い 、 衛

生の向上を 図り ま す 。

食の安全・ 安心フ ォ ーラ ム 意見交換事業の様子

一日食品衛生監視員の様子
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個別施策12 市民の意見を反映し た施策の実施【 健康福祉局】 

（ １ ） 食の安全・ 安心モ ニ タ ー制度の活用

　 消費者に 「 食の安全・ 安心モ ニ タ ー 」 を 委嘱し 、 食の安全について 幅広く 情報や

意見を い ただ き 、 食の安全・ 安心の確保に 関する 市の施策に市民の皆様のご 意見を

反映し ま す。

２ ） 計画への意見募集

　 行動計画2028につい て 、 推進会議な ど で 実施状況を 報告し 、 意見を い ただき ま す 。

ま た 、 監視指導計画に つい て も 、 市民から の意見を 募集し 、 計画の策定に 役立て て

いき ま す。
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【 あ】

遺伝子組換え食品

　 遺伝子組換え技術によっ て生産し た農産

物や、 それを 原料と し た加工食品を いいま

す。 大豆、 ト ウモロコ シ、 ばれいし ょ 、 な

たね、 綿実、 アルフ ァ ルフ ァ 、 てん菜、 パ

パイ ヤ、 から し な及びこ れら を 原料と する

加工食品に表示が必要です。

【 か】

カ ンピロバク タ ー

　 食中毒菌のひと つで、 主に生又は加熱不

十分な食肉（ 特に鶏肉） が原因食品と なり

ます。 主な症状は下痢、 腹痛、 発熱で、 合

併症と し て 神経症状を 呈する ギラ ン・ バ

レ ー症候群を 引き 起こ すこ と があり ます。

食品の中心部まで75℃１ 分以上の加熱で殺

菌できます。

家畜伝染病

　 牛や豚、鶏など家畜の伝染病のこ と です。

家畜伝染病予防法に規定さ れており 、 高病

原性鳥イ ンフ ルエンザ、 口蹄疫、 豚熱など

があり ます。

環境保全型農業

　 土づく り を 行い、 化学肥料や農薬の使用

量を 削減し 、 環境負荷の軽減に配慮し た農

業のこ と です。

危害要因（ H a zar d :ハザード ）

　 ヒ ト の健康に悪影響を及ぼす可能性のあ

る食品中の物質又は食品の状態。 食中毒菌

やプリ オン等の生物学的要因、 重金属や残

留農薬等の化学的要因、 放射線や異物等の

物理的要因があり ます。

ゲノ ム編集技術応用食品

　 D NAを 切断する 人工酵素を 用い、 特定

の遺伝子を狙っ て切断し 、 品種改良し た食

品です。基本的に厚生労働省へ届出を 経て、

安全性に関する情報の公表の手続き が行わ

れます。

健康食品

　 法律的に明確な定義はあり ませんが、 通

常の食品より も 健康の維持、 増進を 目的と

し た食品です。 健康食品はあく まで食品で

あり 、 医薬品のよう に病気の治療や身体の

構造・ 機能に影響を 与える効果を う たう こ

と はでき ません。 普通の食品のこ と を 呼ぶ

場合も あり ま すが、 サプ リ メ ント と 称し 、

カ プセル、 錠剤など形態は様々あり ます。

広域連携協議会

　 国と 関係自治体の食中毒事案対応などの

連携や協力の場と し て、 地域ブロッ ク ごと

に設置するも の。 早期の調査方針の共有や

情報の交換を 行い、 効果的な原因調査、 適

切な情報発信等を 実施するも のです。

コ ンタ ミ ネーショ ン

　 食品を生産する際に、アレルギー物質（ ア

レ ルゲン） を 含む食品を 原材料と し て使用

し ていないにも かかわら ず、 最終加工食品

にアレルギー物質（ アレ ルゲン） が微量混

入し てし まう 場合をいいます。

【 さ 】

残留農薬

　 農薬の使用により 食品等に残っ た農薬成

分やその代謝物質等を 残留農薬と いいま

す。 農作物等に使用さ れた農薬は、 徐々に

分解・ 消失し ますが、 収穫までに全てがな

く なると は限ら ないため、 残留し た農薬が

ヒ ト の健康に悪影響を 及ぼすこ と がないよ

う に、 農薬取締法に基づき、 使用基準が定

めら れ、 食品では食品衛生法に基づいて設

定さ れた残留農薬基準値を 超えないよう 規

制さ れています。

食中毒警報

　 食中毒の起こ り やすい気象条件と なり 、

食中毒の発生が予想さ れる 場合に、 市民、

食品等事業者に対し て、 食品の取り 扱い及

び衛生に関する注意を 呼びかける ために、

発表し ます。

食農教育

　 食料を 生産する農業の役割や重要性を 理

１ 　 食の安全・ 安心に関する 用語集
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解し ても ら う ために行う 様々な教育のこ と

です。

食の安全・ 安心モニタ ー

　 消費者に「 食の安全・ 安心モニタ ー」 を

委嘱し 、 食の安全について幅広く 情報や意

見を いただき、 食の安全・ 安心の確保に関

する市の施策に市民の皆様のご意見を 反映

し ます。

食品衛生監視員

　 食品衛生法に基づき 市長が任命する職員

で、食品関連施設の監視、食品などの検査、

食中毒の調査、 営業者や市民への食の安全

に関する情報提供などの業務を 行います。

食品衛生責任者

　 食品衛生法で食品営業施設への設置を義

務付けています。 食品衛生責任者講習会を

修了し た人などがなり ます。 施設の衛生管

理の中心的な役割を 担う も のと し て自主的

な食品衛生管理を推進し ます。

食品衛生法

　 飲食を 原因と する危害の発生防止、 国民

の健康の保護を 図るこ と を 目的と し ていま

す。食品や添加物などの規格や基準を設け、

安全確保のための規制をし ています。 違反

食品や食中毒の発生時には違反品の回収、

廃棄や営業の禁・ 停止など の行政処分や、

罰則の規定があり ます。

食品ト レ ーサビリ ティ

　 食品の流通ルート を 把握で き る 仕組み

（ 牛ト レーサビリ ティ 、米ト レ ーサビリ ティ

など） を いいます。

食品表示法

　 一般消費者の利益の増進を 図る と と も

に、 国民の健康の保護及び増進並びに食

品の生産及び流通の円滑化並びに消費者の

需要に即し た食品の生産の振興に寄与する

こ と を 目的と する法律です。 食品や添加物

の表示基準を 設け、 消費者への適切な情報

伝達を 確保し ています。 違反食品の回収や

指示・ 命令と いっ た是正措置や、 是正措置

を行っ た旨の公表及び罰則の規定があり ま

す。

食品ロス

　 まだ食べら れるのに廃棄さ れる食品のこ

と です。 資源の有効活用や環境負荷への配

慮から 食品ロスを 減ら す取組みが進めら れ

ています。

食物アレルギー

　 食物の摂取により 体の免疫機能から 発疹

などの症状が出現するも のを「 食物アレ ル

ギー」 と いい、「 卵」「 乳」「 小麦」「 そば」

「 落花生」「 えび」「 かに」「 く るみ」 の8品

目を特定原材料と し て表示を 義務付けてい

ます。

収去

　 食品衛生法や食品表示法に基づき、 食品

等事業者の施設に食品衛生監視員が立ち入

り 、 試験検査のため必要な限度において検

体（ 食品、 器具、 おも ちゃ、 食品添加物な

ど） を 無償で採取する行為をいいます。

【 た】

中学校スク ールラ ンチ

　 名古屋市の中学校では、 自分の健康を考

え複数メ ニュ ーの中から の選択、 食事にふ

さ わし い場と し てラ ンチルームの設置、 弁

当と スク ールラ ン チの併用と いう 3つの要

件のも と にスク ールラ ンチを 実施し ていま

す。

動物用医薬品

　 家畜や魚用の薬剤です。 微生物の発育を

抑え感染症の治療や予防用の抗菌性物質、

牛などの体内の寄生虫を駆除する内寄生虫

用剤、 米国などで家畜の肥育促進に使用さ

れるホルモン剤などがあり ます。

と 畜場

　 食用にする目的で獣畜（ 牛、 馬、 豚、 め

ん羊、 山羊） を と 畜、 解体するために設置

さ れた施設です。 こ れら 獣畜は、 と 畜場法

により と 畜検査員が行う 検査に合格し なけ

れば、 食用にでき ません。 名古屋市では、

名古屋市南部と 畜場（ 港区） において、 牛

と 豚を 対象にと 畜を行っ ています。
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【 な】

名古屋市地域防災計画

　 災害対策基本法等に基づき、 各種災害等

に対し 、 予防、 応急対策、 復旧について総

合的な計画を定めたも のです。

ノ ロウイ ルス

　 冬の食中毒の代表的な病因物質で、 以前

はカ キなどの二枚貝による食中毒が多く み

ら れまし た。 最近では、 ノ ロウイ ルスに感

染し た調理従事者の手指などを 介し て汚染

さ れた食品を 食べて発症する事例が増加し

ています。 主な症状は嘔吐、 腹痛、 下痢、

発熱で、 潜伏期間は24～48時間です。 食品

の中心部まで85～90℃で90秒間以上の加熱

で予防でき ま すが、 感染力が強いので調

理従事者や調理器具から の二次汚染を 防止

するため、 手洗いの励行など注意が必要で

す。

ノ ロウイ ルス食中毒注意報・ 警報

　 冬季のノ ロウイ ルス食中毒の発生が予想

さ れる場合に発表し 、 市民や食品等事業者

に対し 、食中毒防止の注意喚起を 行います。

【 ら 】

リ スク

　 食品中にハザード が存在する結果と し て

生じ るヒ ト の健康への悪影響が起き る可能

性と その程度のこ と です。（ 健康への悪影

響が発生する確率と 影響の程度）

　 　 　

リ スク コ ミ ュ ニケーショ ン

　 リ スク を 評価し た際の内容等について 、

消費者、 事業者、 市などの関係者の間で、

情報や意見を お互いに交換し 、 その過程で

関係者間の相互理解を 深め、 信頼を 構築す

る活動のこ と です。 プラ ス面だけでなく マ

イ ナス面のリ スク についても 共通認識を持

ち、 社会的な合意形成の道筋を 探り ます。

　〈 参考〉

　 内閣府食品安全委員会

　「 食品の安全性に関する用語集」

　 http ://w w w .fsc.go.jp /yougoshu .h tm l・

http://www.fsc.go.jp/yougoshu.html
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　 名古屋市は、 長年にわたり 受け継がれた独

自の食文化を有し 、 市民は、 食に高い関心を

持っ ています。

　 と り わけ、 飲食店等の食品関連施設が多数

存在し 、 大量の食品が流通、 消費さ れている

本市では、 食の安全が確保さ れ、 安心し て食

生活を 営める こ と がすべての市民の願いと

なっ ています。

　 し かし 、 食中毒をはじ め、 食品中の残留農

薬や食品表示の偽装など 様々な問題が発生

し 、 市民の食の安全に対する信頼は大き く 揺

ら いでいます。

　 こ う し た状況の中では、 生産から 消費まで

の食に携わるすべての人が、 食の安全は市民

の基本的な権利であるこ と を尊重し 、 食品の

安全性等に関する情報の共有化を図り 、 食品

による健康への被害を 最小限にするために協

力し て取り 組まなければなり ません。

　 こ こ に、 現在及び将来にわたり 市民の健康

の保護を 図るため、 私たちは、 市、 事業者及

び消費者のそれぞれの立場から、 食の安全・

安心の確保に向けて共に力を合わせて取り 組

むこ と を 決意し 、 こ の条例を制定し ます。

第１ 章　 総則

　（ 目的）

第１ 条　 こ の条例は、 食の安全・ 安心の確保

に関し 、 基本理念を定め、 市及び事業者の

責務並びに消費者の役割を 明ら かにすると

と も に、市の施策の基本と なる事項を 定め、

こ れに基づく 施策を 総合的かつ計画的に実

施し 、 も っ て市民に信頼さ れる安全で安心

な食品の供給の促進及び市民の健康の保護

を図るこ と を目的と する。

　（ 定義）

第２ 条　 こ の条例において、 次の各号に掲げ

る用語の意義は、 それぞれ当該各号に定め

ると こ ろによる。

　  　 食品　 全ての飲食物（ 医薬品、 医療

機器等の品質、 有効性及び安全性の確保

等に関する法律（ 昭和35年法律第145号）

に規定する 医薬品及び医薬部外品を 除

く 。） をいう 。

　  　 食品等　 食品、添加物（ 食品衛生法（ 昭

和22年法律第・233号。 以下　「 法」 と い

う 。） 第４ 条第２ 項に規定する 添加物を

いう 。）、 器具（ 同条第４ 項に規定する器

具を いう 。） 及び容器包装（ 同条第５ 項

に規定する容器包装を いう 。） をいう 。

　  　 生産資材　 農林漁業において使用さ れ

る肥料、 農薬、 飼料、 飼料添加物、 動物

用の医薬品その他食品の安全性に影響を

及ぼすおそれがある資材を いう 。

　  　 事業者　 食品等又は生産資材の生産、

製造、 輸入、 加工、 販売その他の事業活

動を行う 者を いう 。

（ 基本理念）

第３ 条　 食品等及び生産資材の安全性（ 以下

「 食の安全」 と いう 。） 並びに食品等及び生

産資材に対する市民の信頼（ 以下「 食の安

心」 と いう 。）（ 以下「 食の安全・ 安心」 と

総称する。） の確保は、 市、 事業者及び消

費者（ 以下「 関係者」 と いう 。） のすべて

の者が、 市民の健康の保護が最も 重要であ

ると いう 認識の下、 その責務及び役割を 果

たすこ と により 、行われなければなら ない。

２ 　 食の安全・ 安心の確保は、 市民の健康へ

の悪影響を 未然に防止する観点から、 科学

的知見に基づき、 必要な措置が講じ ら れる

こ と により 、 行われなければなら ない。

３ 　 食の安全・ 安心の確保は、 関係者間で食

の安全・ 安心の確保に関する情報及び意見

の交換が十分に行われ、 すべての関係者が

相互に理解し 、 協力するこ と により 、 行わ

れなければなら ない。

（ 市の責務）　

第４ 条　 市は、 前条の基本理念（ 以下「 基本

理念」 と いう 。） にのっ と り 、 食の安全及

び食の安心の確保に関する施策を、 総合的

かつ計画的に実施する責務を有する 。

２ 　 市は、 食の安全・ 安心を 確保するため、

国及び他の地方公共団体と の情報の交換及

び連携協力を 図り 、 広域的かつ効果的な施

策を実施する責務を有する 。

（ 事業者の責務）

第５ 条　 事業者は、 基本理念にのっ と り 、 食

の安全の確保について第一義的責任を有し

ているこ と を 認識し 、 事業活動を 行う 責務

を 有する。

２ 　 事業者は、 その事業活動に関し 、 自主的

な衛生管理を実施する責務を有する 。 ・

３ 　 事業者は、 市が実施する食の安全・ 安心

の確保に関する施策に協力する責務を有す

る。

（ 消費者の役割）

第６ 条　 消費者は、 基本理念にのっ と り 、 そ

２ 　 名古屋市食の安全・ 安心条例
（ 平成19年12月26日　 条例第54号）
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の自主的な活動により 、 食の安全・ 安心の

確保に関する知識及び理解を 深めると と も

に、 市の施策について意見を表明するよう

努めるこ と によっ て、 食の安全・ 安心の確

保に積極的な役割を果たすも のと する 。

２ 　 消費者は、 市が実施する食の安全・ 安心

の確保に関する施策に協力するよう 努める

も のと する。 ・

第２ 章　 食の安全・

　 　 　 　 　 安心の確保のための行動計画

（ 行動計画）

第７ 条　 市長は、 食の安全・ 安心の確保に関

する施策を総合的かつ計画的に実施するた

めの行動計画（ 以下「 行動計画」 と いう 。）

を策定するも のと する 。

２ 　 行動計画は、 次に掲げる事項について定

めるも のと する。

　  　 食の安全・ 安心の確保に関する施策の

大綱

　  　 前号に掲げるも ののほか、 食の安全・

安心の確保に関する施策を 総合的かつ計

画的に実施するために必要な事項

３ 　 市長は、 行動計画を 定める に当たっ て

は、 市民の意見を 反映するこ と ができるよ

う 必要な措置を 講ずるも のと する 。

４ 　 市長は、 行動計画を定めたと きは、 遅滞

なく 、 こ れを 公表し なければなら ない。

５ 　 前２ 項の規定は、 行動計画の変更につい

て準用する。

第３ 章　 食の安全・ 安心対策

（ 食の危機管理体制の整備等）

第８ 条　 市は、 食の安全の確保に重大な悪影

響が生ずるこ と を防止するため、 当該悪影

響が生じ 、 又は生じ るおそれがある緊急の

事態に迅速かつ適切に対処するこ と ができ

るよう 体制の整備その他の必要な措置を講

じ なければなら ない。

（ 監視、 指導、 検査等）

第９ 条　 市は、 食品等の生産から 販売に至る

一連の行程の各段階において、 食の安全を

確保するため、 監視、 指導、 検査その他の

法令及び条例に基づく 必要な措置を 講ずる

と と も に、 食の安全の確保に関する啓発を

行う も のと する。

（ 適正表示の推進）

第10条　 市は、 食品等の表示が適正に実施さ

れる よう 、 監視及び指導を 行う と と も に、

食品等の表示に係る制度の普及啓発を 行う

も のと する。

（ 事業者の情報の提供）

第11条　 事業者は、 その事業活動に係る食品

等又は生産資材に関する正確かつ適切な情

報の提供に努めなければなら ない。

（ 事業者の情報の記録及び保存）

第12条　 事業者は、 その販売する食品等及び

当該食品等の原料又は材料と なっ た食品等

について、 食品等の安全性の確保のために

必要な限度において、 その情報の記録及び

保存に努めなければなら ない。

第13条及び第14条　 削除

（ 緊急事態への対処)

第15条　 市長は、 食の安全の確保に重大な悪

影響が生じ 、 又は生じ るおそれがある緊急

の事態に対処するため必要があると 認める

と き は、 法令に定める措置を と る場合を除

き 、 当該事態を 生じ さ せ、 又は生じ さ せる

おそれがある事業者に対し 、その旨の発表、

食品等の回収その他必要な措置を と るよう

指導し 、 又は勧告するこ と ができる 。

（ 公表）

第16条　 市長は、 前条の規定により 勧告し た

場合において、 当該事業者がその勧告に従

わなかっ たと きは、 その旨を公表するこ と

ができ る。

２ 　 市長は、 前項の規定により 公表する場合

は、 当該事業者に対し て、 あら かじ めその

旨を通知し 、意見の聴取を 行う も のと する 。

ただし 、 当該事業者が正当な理由がなく 意

見の聴取に応じ ないと きは、 こ の限り でな

い。

（ 調査研究）

第17条　 市は、 食の安全の確保に関する施策

を 、 最新の科学的知見に基づき 適切に実施

するため、 食の安全の確保に関する調査研

究を推進するも のと する。

（ 人材の育成）

第18条　 市は、 食の安全・ 安心の確保に関す

る専門的な知識を 有する人材の育成に努め

るも のと する。

（ 助言、 認定等）

第19条・・市は、 食の安全の確保に関する取組

みを促進するため、 事業者への助言、 食の

安全の確保に関する優れた取組みを 行っ て

いる事業者の認定その他の必要な支援を 行

う も のと する。

（ 食の安全・ 安心情報の提供等）

第20条　 市は、 食の安全の確保に関する情報

の収集、 整理、 分析等を行い、 その情報を
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市民に提供し 、 食の安全の確保に関する取

組みを 的確かつ合理的に行えるよう 努める

も のと する。

２ 　 市は、 食の安全の確保に関する対策の取

組み状況その他の食の安全の確保に関する

情報を 市民に提供し 、 食の安心の向上に努

めるも のと する。

（ 市民の意見の反映）

第21条　 市は、 食の安全・ 安心の確保に関す

る施策に市民の意見を 反映するため、 必要

な措置を講ずるも のと する 。

第４ 章　 食の安全・ 安心推進会議

（ 食の安全・ 安心推進会議）

第22条　 食の安全・ 安心の確保に関する事項

について協議するため、名古屋市食の安全・

安心推進会議（ 以下「 推進会議」 と いう 。）

を置く 。

２ 　 推進会議は、 次の各号に掲げる事項につ

いて協議し 、 必要があると 認めると き は、

市長に意見を述べるこ と ができ る 。

 　 食の安全・ 安心の確保のための施策に

関するこ と 。

 　 食の安全・ 安心の確保のための関係者

間の相互理解に関するこ と 。

 　 前各号に掲げるも ののほか、食の安全・

安心の確保に関するこ と 。 　

（ 組織）

第23条　 推進会議は、 委員20名以内を も っ

て組織し 、 次に掲げる者のう ちから 市長が

委嘱し 、 又は任命する。

 　 学識経験者

 　 消費者

 　 事業者

 　 前各号に掲げるも ののほか、 市長が必

要と 認めるも の

２ 　 前項第２ 号の規定により 委嘱する委員の

一部は、 公募するも のと する。

３ 　 特別の事項を協議するため必要があると

きは、 推進会議に特別委員を置く こ と がで

きる。

（ 任期）

第24条　 委員の任期は２ 年と し 、 補欠の委員

の任期は前任者の残任期間と する 。ただし 、

再任さ れるこ と ができ る。

２ 　 特別委員は、 その特別の事項の協議が終

了し たと き に解任さ れるも のと する 。

（ 委任）

第25条　 前３ 条に定めるも ののほか、 推進会

議の組織及び運営に関し 必要な事項は、 規

則で定める。

第５ 章　 雑則

（ 委任）

第26条　 こ の条例に定めるも ののほか、 こ の

条例の施行に関し 必要な事項は、 規則で定

める。

附　 則

（ 施行期日）

１ 　 こ の条例は、 平成20年４ 月１ 日から 施行

する。 ただし 、第13条及び第14条の規定は、

平成20年10月１ 日から 施行する 。

（ 経過措置）

２ ・・こ の条例の施行の際現に策定さ れている

食の安全・ 安心の確保に関する市の基本計

画であっ て、 食の安全・ 安心の確保に関す

る施策を 総合的かつ計画的に実施するため

のも のは、 第７ 条第１ 項の規定により 策定

さ れた行動計画と みなす。

附　 則（ 平成26年条例第61号）

　 　 こ の条例は、 平成26年11月25日から 施行

する。 ただし 、 第１ 条中名古屋市保健衛生

関係手数料条例第２ 条第１ 項第27号及び同

条第２ 項並びに第３ 条中名古屋市食の安

全・ 安心条例第13条第１ 項第１ 号の改正規

定は公布の日から 、 第３ 条中名古屋市食の

安全・ 安心条例第13条第１ 項（ 第１ 号を 除

く 。） の改正規定は食品表示法（ 平成25年

法律第70号） の施行の日から 施行する。 　

（ 平成27年政令第67号で 平成27年４ 月１

日から 施行）

附　 則（ 令和３ 年条例第31号）

（ 施行期日）

１ 　 こ の条例は、・令和３ 年６ 月１ 日から 施行

する。

（ 経過措置）

２ 　 こ の条例の施行の際現にこ の条例による

改正前の名古屋市食の安全・ 安心条例第13

条第１ 項に規定する食品等の自主的な回収

に着手し ている場合については、・なお従前

の例による。
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【 調査方法】

単位（ 人）

年代
性別

20代
以下

30代 40代 50代 60代 70代
80代
以上

合計

男性 37 42 56 76 68 90 1 370

女性 47 59 108 94 97 93 － 498

その他 － 1 1 1 － － － 3

無回答 － － － 1 1 1 11 14

合計 84 102 165 172 166 184 12 885

【 問１ 】 食生活（ 主に夕食） に関し て、 あなたは食材の調理を し ますか。（ 一つ選択）

　 　 ア　 調理を する ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 429人（ 48. 5％）

　 　 イ 　 ど ち ら かと いう と 調理を する ・・ ・ ・ ・ 156人（ 17. 6％）

　 　 ウ　 ど ち ら かと いう と 調理はし ない・ ・ ・ ・ 128人（ 14. 5％）

　 　 エ　 調理はし ない・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 166人（ 18. 8％）

　 　 　 　 無回答・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ６ 人（ 0. 7％）

【 問２ 】 問１ で「 ウ」 または「 エ」 と 回答し た方にお聞き し ます。

　 　 　 　 食生活（ 主に夕食） に関し て、 あなたの状況に最も 近い項目は何ですか。

　 　 　 　（ 一つ選択）

　 　 　 ア　 弁当や惣菜を購入し たり 、 テイ ク アウト ・

　 　 　 　 　 デリ バリ ーを活用し て自宅等で食事を する ・ ・ 45人（ 15. 3％）

　 　 　 イ 　 飲食店（ 食堂やレ スト ラ ン等） で食事を する・ ・ ８ 人（ 2. 7％）

　 　 　 ウ　 家族等が調理し たも のを 食べる ・ ・ ・ ・ 220人（ 74. 8％）　

　 　 　 エ　 その他・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 17人（ 5. 8％）

　 　 　 　 　 無回答・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ４ 人（ 1. 4％）

３ 　 食の安全・ 安心に関する アン ケート 調査の結果

対　 　 象　 ： 　 市内に居住する 満18歳以上の市民2,000人

抽出方法　 ： 　 住民基本台帳よ り 無作為抽出

調査方法　 ： 　 郵送法

調査期間　 ： 　 令和４ 年（ 2022） 年10月17日～11月16日

回答者数　 ： 　 885人

回 答 率　 ： 　 44. 3％
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【 問３ 】 あなたは、 現在流通し ている 食品や飲食店で提供さ れる 食品は、 安全・ 安心だ

と 思いますか。（ 一つ選択）

　 　 　 ア　 安全・ 安心だと 思う ・ ・ ・ ・ ・ ・ 106人（ 12. 0％）

　 　 　 イ 　 ど ち ら かと いう と 安全・ 安心だと 思う ・ ・ ・ 533人（ 60. 2％）

　 　 　 ウ　 ど ち ら かと いう と 安全・ 安心だと 思わない・ ・ 153人（ 17. 3％）

　 　 　 エ　 安全・ 安心だと 思わない・ ・ ・ ・ ・ 34人（ 3. 8％）

　 　 　 オ　 わから ない・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 47人（ 5. 3％）

　 　 　 　 　 無回答・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 12人（ 1. 4％）

【 問４ 】 問３ で、「 ウ」 または「 エ」 と 回答し た方にお聞き し ます。

　 　 　 　 あなたが、 食品が安全・ 安心だと 思わない理由は何ですか。（ 複数選択可）

　 　 　 ア　 法令の整備が不十分である

　 　 　 　 　（ 安全に配慮し た基準が設定さ れていないなど ）・ ・ 64人（ 34. 2％）

　 　 　 イ 　 行政の取り 組みが不十分である ・ ・ ・ ・ 35人（ 18. 7％）

　 　 　 ウ　 生産者や事業者の意識が高く ないと 感じ る・ ・ 46人（ 24. 6％）

　 　 　 エ　 輸入食品の安全性が心配である ・ ・ ・ ・ 151人（ 80. 7％）

　 　 　 オ　 食の安全に関する 情報が不足し ている ・ ・ ・ 60人（ 32. 1％）

　 　 　 カ 　 食の安全に関する 情報が多すぎる 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ９ 人（ 4. 8％）

　 　 　 キ　 消費者の意見が行政の施策に反映さ れていない・ ・ 28人（ 15. 0％）

　 　 　 ク 　 消費者の意見が生産者や事業者の取り 組みに反映さ れていない

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 28人（ 15. 0％）

　 　 　 ケ　 その他　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・　 　 　 　 ・ 24人（ 12. 8％）

　 　 　 コ 　 特にない・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ０ 人（ 0. 0％）

　 　 　 　 　 無回答・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ０ 人（ 0. 0％）

【 問５ 】 あなたが、 食の安全について関心がある 項目は何ですか。（ 複数選択可）　 　

　 　 　 ア　 食中毒（ 細菌、 ウイ ルス、 フ グ毒、 寄生虫　 など ）・ 569人（ 64. 3％）

　 　 　 イ 　 食品添加物・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 537人（ 60. 7％）

　 　 　 ウ　 農産物に使われた農薬の残留・ ・ ・ ・ 357人（ 40. 3％）

　 　 　 エ　 カ ド ミ ウムやメ チル水銀など の汚染物質・ ・ ・ 186人（ 21. 0％）

　 　 　 オ　 家畜や養殖魚に使われた医薬品の残留・ ・ ・ 207人（ 23. 4％）

　 　 　 カ 　 輸入食品・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 427人（ 48. 2％）

　 　 　 キ　 遺伝子組換え食品（ 注１ ）・ ・ ・ ・ ・ 273人（ 30. 8％）

　 　 　 ク 　 ゲノ ム編集技術応用食品（ ゲノ ム編集食品）（ 注２ ）・ 148人（ 16. 7％）
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　 　 　 ケ　 鳥イ ンフ ルエン ザの発生・ ・ ・ ・ ・ 114人（ 12. 9％）

　 　 　 コ 　 原産地や消費期限・ 賞味期限など の表示・ ・ ・ 452人（ 51. 1％）

　 　 　 サ　 健康食品・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 154人・（ 17. 4％）

　 　 　 シ　 食物アレ ルギー・ ・ ・ ・ ・ ・ 205人（ 23. 2％）

　 　 　 ス　 製造者の異物混入対策など の衛生管理（ 例： 従業員の毛髪の混入防止）・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 280人（ 31. 6％）

　 　 　 セ　 食品中の放射性物質・ ・ ・ ・ ・ ・ 143人（ 16. 2％）

　 　 　 ソ 　 魚介類の体内に残る マイ ク ロ プ ラ スチッ ク （ 海洋プ ラ スチッ ク ） の影響

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 218人（ 24. 6％）

　 　 　 タ 　 その他・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 11人（ 1 . 2％）

　 　 　 チ　 特にない・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 20人（ 2. 3％）

　 　 　 　 無回答・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ７ 人（ 0. 8％）

　 　 　 注１ ： 他の生物から 取り 出し た遺伝子（ 生物の特徴を 決める 部分(設計図)） を

D N A （ デオキシリ ボ核酸と いう 4種類の物質） の中に組み込むこ と で、 新

し い性質を も たせる 技術を 応用し て作ら れた食品。

　 　 　 注２ ： D N A を 切断する人工酵素を 使っ てD N A に突然変異を 起こ す技術を 応用し

て作ら れた食品。

【問６ 】 あなたは、「 H A C C P（ ハサッ プ ）（ 注３ ）」 と いう 言葉やその内容について知っ

ていますか。（ 一つ選択）

　 　 　 ア　 言葉も 内容も 知っ ている・ ・ ・ ・ ・ 88人（ 9. 9％）

　 　 　 イ 　 言葉は聞いたこ と があるが、 内容までは知ら ない・ 229人（ 25. 9％）

　 　 　 ウ　 言葉も 内容も 知ら ない・ ・ ・ ・ ・ 565人（ 63. 8％）

　 　 　 　 　 無回答・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ３ 人（ 0. 3％）

　 　 　 注３ ： H aza r d（ 危害）A na ly sis（ 分析）C r itica l（ 重要）C on tr o l（ 管理）Po in t（ 点）・

の略称。

　 　 　 　 　 　 安全な食品を 作る ために、 事業者自ら が、 原材料入荷から 製品出荷までの

全工程の中で食中毒菌汚染や異物混入等の問題点を 分析し 、 特に重要なポ

イ ント を 集中管理し 、 安全性を 確保する衛生管理の方法。

【 問７ 】 食の安全について、 あなたが知っ ている こ と は何ですか。（ 複数選択可）

　 　 　 ア　 食中毒予防の３ 原則は、 食中毒菌を「 つけない・ 増やさ な い・ やっ つける 」

である ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 331人（ 37. 4％）
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　 　 　 イ 　 消費期限は安全に食べら れる 期限、 賞味期限はおいし く 食べら れる 期限を 示

すも のである・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 812人（ 91. 8％）

　 　 　 ウ　 生の鶏肉を 中心部まで加熱する こ と が、 カ ン ピ ロ バク タ ー食中毒（ 注４ ） を

予防する 上で大切である・ ・ ・ ・ ・ 572人（ 64. 6％）

　 　 　 エ　 生の魚にはアニサキスが寄生し ている こ と があり 、 適切に冷凍する こ と で食

中毒を 予防する こ と ができ る ・ ・ ・ ・ 572人（ 64. 6％）

　 　 　 オ　 調理を行う 前や食事の前など には手を 洗う ・ ・ 818人（ 92. 4％）

　 　 　 カ 　 多く の食中毒菌は熱に弱いので、 加熱調理の際は中心部まで十分に加熱する ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 711人（ 80. 3％）

　 　 　 キ　 食品等事業者は、 法令に基づき H A C C P（ ハサッ プ ） に沿っ た衛生管理に取

り 組むこ と になっ ている・ ・ ・ ・ ・ 97人（ 11. 0％）

　 　 　 ク 　 食品添加物など の安全性に関する 評価は、 科学的根拠に基づいて公平・ 公正・

中立の立場から 学識経験者（ 内閣府食品安全委員会） が行っ ている ・・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 87人（ 9. 8％）

　 　 　 ケ　 食品添加物など を 使う こ と ができ る 量（ 基準） は、 食品安全委員会が行っ た

評価結果を も と に、 さ ら に安全に配慮し て厚生労働省が設定し ている ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 157人（ 17. 7％）

　 　 　 コ 　 食の安全の確保のためには、 行政、 生産者、 製造者や販売者だけでなく 消費

者も 、 それぞれの役割を果たすこ と が重要である ・ 327人（ 36. 9％）

　 　 　 サ　 その他・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 11人（ 1. 2％）

　 　 　 シ　 特にない・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ６ 人（ 0. 7％）

　 　 　 　 　 無回答・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 11人（ 1. 2％）

　
　 　 注４ ： カ ン ピロ バク タ ーと いう 細菌が原因の食中毒の一種。 主に生または加熱不

十分な食肉（ 特に鶏肉） が原因食品と なる こ と が多い。

【 問８ 】 あなたは、 カ ン ピ ロ バク タ ー食中毒について気を つけていますか。（ 一つ選択）

　 　 　 ア　 気を つけている ・ ・ ・ ・ ・ ・ 409人（ 46. 2％）

　 　 　 イ 　 少し 気を つけている ・ ・ ・ ・ ・ ・ 229人（ 25. 9％）

　 　 　 ウ　 気にし ていない・ ・ ・ ・ ・ ・ 226人（ 25. 5％）

　 　 　 　 　 無回答・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 21人（ 2. 4％）



資料編３ 食の安全・ 安心に関するアンケート 調査の結果

4 4

【 問９ 】 問８ で、「 ア」 または「 イ 」 と 回答し た方にお聞き し ま す。 あなたが、 カ ン ピ

ロ バク タ ー食中毒について気を つけている こ と は何ですか。（ 複数選択可）

　 　 　 ア　 生または加熱不十分な鶏肉を 食べないよ う に気を つけている・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 590人（ 92. 5％）

　 　 　 イ 　 新鮮な鶏肉だと し ても 生で食べないよ う にし ている ・ 477人（ 74. 8％）

　 　 　 ウ　 鶏肉を扱っ た調理器具や手など はよ く 洗う ・ ・ 432人（ 67. 7％）

　 　 　 エ　 低温調理（ 注５ ） を する際は、 加熱温度や時間が適切に管理でき る 正し いレ

シピ に従い自己流アレ ンジはし ない・ ・ ・ 144人（ 22. 6％）

　 　 　 オ　 その他・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 11人（ 1. 7％）

　 　 　 　 　 無回答・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ 人（ 0. 2％）

　
　 　 注５ ： 通常の加熱調理（ 煮る・ 焼く ・ 茹でる ） よ り も 低い温度で加熱する 調理方

法。（ 例えば、食材を 袋に入れ、一定の温度を 保持し て湯せんする 方法など ）

【 問10】 名古屋市が食の安全・ 安心の確保のために行っ ている こ と について、 あなたが

知っ ているこ と は何ですか。（ 複数選択可）

　 　 　 ア　 農産物の生産者に対し て、 農薬の適正使用について啓発を 行っ ている ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 111人（ 12. 5％）

　 　 　 イ 　 中央卸売市場で温度管理ができ る 設備の充実や衛生管理の徹底を 図っ ている ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 126人（ 14. 2％）

　 　 　 ウ　 飲食店や食品製造施設など の衛生状態について監視し ている・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 290人（ 32. 8％）

　 　 　 エ　 市内で製造または流通する 食品の安全性について、 検査を 行っ ている ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 194人（ 21. 9％）

　 　 　 オ　 市内で製造または流通する 食品の表示に問題が無いか監視し ている ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 150人（ 16. 9％）

　 　 　 カ 　 市立学校や福祉施設などの給食が安全に提供さ れる よ う に調理従事者への研

修を 行っ ている ・ ・ ・ ・ ・ ・ 171人（ 19. 3％）

　 　 　 キ　 ホームページやメ ールマガジン で食の安全に関する 情報を 発信し ている・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 107人（ 12. 1％）

　 　 　 ク 　 食育活動と し て、 食の安全・ 安心に関する情報提供・ 普及啓発を し ている ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 128人（ 14. 5％）

　 　 　 ケ　 その他・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 14人（ 1. 6％）

　 　 　 コ 　 特にない・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 349人（ 39. 4％）

　 　 　 　 　 無回答・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 54人（ 6. 1％）
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【 問11】 あなたは、 食の安全を 高める ために、 名古屋市がさ ら に強化すべき 取り 組みは

何だと 思いますか。（ 複数選択可）

　 　 　 ア　 飲食店や食品製造施設での衛生状態を 監視し 、 指導する ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 482人（ 54. 5％）

　 　 　 イ 　 市内で製造または流通する 食品について、 食中毒菌や添加物など の検査を す

る ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 403人（ 45. 5％）

　 　 　 ウ　 市内で製造または流通する 食品について、 表示を 監視し 、 指導する ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 313人（ 35. 4％）

　 　 　 エ　 消費者・ 事業者・ 行政が、 情報や意見を 相互に交換でき る 場を 設ける ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 174人（ 19. 7％）

　 　 　 オ　 事業者によ る H A C C P（ ハサッ プ ） に沿っ た衛生管理を支援する・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 214人（ 24. 2％）

　 　 　 カ 　 消費者に対し て、 食の安全に関する 情報を発信する ・ 395人（ 44. 6％）

　 　 　 キ　 優れた衛生管理に取り 組んでいる 事業者を認証する ・ 315人（ 35. 6％）

　 　 　 ク 　 その他・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 24人（ 2. 7％）

　 　 　 ケ　 特にない・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 84人（ 9. 5％）

　 　 　 　 　 無回答・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 25人（ 2. 8％）

【 問12】 あなたは、 食の安全を 高める ために、 事業者が、 特にど のよ う な点に力をいれ

ていく べき だと 思いますか。（ 複数選択可）

　 　 　 ア　 消費者に対する 積極的な情報公開・ ・ ・ ・ 528人（ 59. 7％）

　 　 　 イ 　 相談窓口の充実・ ・ ・ ・ ・ ・ 135人（ 15. 3％）

　 　 　 ウ　 消費者の意見を 経営に活かすモニタ ー制度の充実・ 127人（ 14. 4％）

　 　 　 エ　 H A C C P（ ハサッ プ） に沿っ た衛生管理の取組みの定着・・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 256人（ 28. 9％）

　 　 　 オ　 内部チェ ッ ク 機能の強化・ ・ ・ ・ ・ 384人（ 43. 4％）

　 　 　 カ 　 消費者・ 事業者・ 行政が、 情報や意見を 相互に交換でき る 体制を 整える・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 168人（ 19. 0％）

　 　 　 キ　 外部機関によ る チェ ッ ク の導入・ ・ ・ ・ 418人（ 47. 2％）

　 　 　 ク 　 わかり やすい表示・ ・ ・ ・ ・ ・ 501人（ 56. 6％）

　 　 　 ケ　 食品ト レ ーサビ リ ティ （ 注6） の活用・ ・ ・ 174人（ 19. 7％）

　 　 　 コ 　 企業倫理の確立・ ・ ・ ・ ・ ・ 162人（ 18. 3％）

　 　 　 サ　 内部通報制度の確立・ ・ ・ ・ ・ ・ 232人（ 26. 2％）

　 　 　 シ　 その他・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ６ 人（ 0. 7％）
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　 　 　 ス　 特にない・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 31人（ 3. 5％）

　 　 　 　 　 無回答・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 20人（ 2. 3％）

　 　 　 注６ ： 食品の流通ルート を 把握で き る 仕組み。（ 牛ト レ ーサビ リ テ ィ 、 米ト レ ー

サビリ ティ など ）

【 問13】 あなたは、 食の安全に関する 情報を 、 どの程度得ていますか。（ 一つ選択）

　 　 　 ア　 積極的に情報を 得ている・ ・ ・ ・ ・ 45人（ 5. 1％）

　 　 　 イ 　 ど ち ら かと いう と 積極的に情報を 得ている・ ・ 217人（ 24. 5％）

　 　 　 ウ　 ど ち ら かと いう と あまり 情報を 得ていない・ ・ 357人（ 40. 3％）

　 　 　 エ　 あまり 情報を 得ていない・ ・ ・ ・ ・ 199人（ 22. 5％）

　 　 　 オ　 わから ない・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 47人（ 5. 3％）

　 　 　 　 　 無回答・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 20人（ 2. 3％）

【 問14】 あなたは、 食の安全に関する 情報を、 普段ど こ から 得て いま すか。（ 複数選択

可）

　 　 　 ア　 テレ ビ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 574人（ 64. 9％）

　 　 　 イ 　 ラ ジオ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 70人（ 7. 9％）

　 　 　 ウ　 新聞・ 雑誌・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 369人（ 41. 7％）

　 　 　 エ　 行政の刊行物（ 広報なごや、 リ ーフ レ ッ ト など ）・・・ 158人（ 17. 9％）

　 　 　 オ　 自治体のホームページ・ ・ ・ ・ ・ 26人（ 2. 9％）

　 　 　 カ 　 イ ン タ ーネッ ト の検索サイ ト ・ ・ ・ ・ 333人（ 37. 6％）

　 　 　 キ　 Ｓ Ｎ Ｓ （ ソ ーシャ ル・ ネッ ト ワーキン グ・ サービ ス）・ 192人（ 21. 7％）

　 　 　 ク 　 メ ールマガジン ・ ・ ・ ・ ・ ・ ７ 人（ 0. 8％）

　 　 　 ケ　 行政の相談窓口・ ・ ・ ・ ・ ・ １ 人（ 0. 1％）

　 　 　 コ 　 スーパーなど の店頭掲示板やポッ プ 広告・ ・ ・ 297人（ 33. 6％）

　 　 　 サ　 家族・ 親族・ 友人・ ・ ・ ・ ・ ・ 279人（ 31. 5％）

　 　 　 シ　 その他・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 24人（ 2. 7％）

　 　 　 ス　 特にない・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 45人（ 5. 1％）

　 　 　 　 　 無回答・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 16人（ 1. 8％）
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【 問15】 名古屋市で は、 食の安全に関する 情報の発信に取り 組んで いますが、 あなた

が市から 特に発信し てほし い内容はど れですか。（ 複数選択可）

　 　 　 ア　 食中毒の種類や予防方法・ ・ ・ ・ ・ 457人（ 51. 6％）

　 　 　 イ 　 食品添加物のルールや安全性・ ・ ・ ・ 407人（ 46. 0％）

　 　 　 ウ　 残留農薬のルールや安全性・ ・ ・ ・ ・ 316人（ 35. 7％）

　 　 　 エ　 食品表示のルールや見方・ ・ ・ ・ ・ 347人（ 39. 2％）

　 　 　 オ　 事業者に対する 監視指導の実施状況・ ・ ・ 211人（ 23. 8％）

　 　 　 カ 　 流通食品の残留農薬などの安全性に関する検査結果・ 234人（ 26. 4％）

　 　 　 キ　 食中毒事件や違反食品の発生情報・ ・ ・ ・ 410人（ 46. 3％）

　 　 　 ク 　 食品中の放射性物質に関する 知識・ ・ ・ ・ 148人（ 16. 7％）

　 　 　 ケ　 賞味期限切れ・ 消費期限切れ等を 出さ ないよ う な食材の使用方法・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 244人（ 27. 6％）

　 　 　 コ 　 H A C C P（ ハサッ プ） に沿っ た衛生管理に関する 情報・ 127人（ 14. 4％）

　 　 　 サ　 食品の安全・ 安心に関する イ ベン ト ・ ・ ・ 116人（ 13. 1％）

　 　 　 シ　 その他・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 10人（ 1. 1％）

　 　 　 ス　 特にない・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 48人（ 5. 4％）

　 　 　 　 　 無回答・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 16人（ 1. 8％）

【 問16】 あなたは、 保健所等（ 保健セン タ ー、 消費生活セン タ ー、 名古屋市よ い食ダイ

ヤルなど ） に対し 、 食の安全に関する 不安や疑問など を 相談し たこ と があり ま

すか。（ 一つ選択）

　 　 　 ア　 ある ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ８ 人（ 0. 9％）

　 　 　 イ 　 ない・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 869人（ 98. 2％）

　 　 　 　 　 無回答・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ８ 人（ 0. 9％）

【 問17】 あなたは、 保健所等に対し 、 食の安全に関する 不安や疑問などを 相談し やすい

と 感じ ますか。（ 一つ選択）

　 　 　 ア　 相談し やすいと 感じ ている ・ ・ ・ ・ ・ 15人（ 1. 7％）

　 　 　 イ 　 ど ち ら かと いう と 相談し やすいと 感じ ている ・ ・ 71人（ 8. 0％）

　 　 　 ウ　 ど ち ら かと いう と 相談し にく いと 感じ ている ・ ・ 197人（ 22. 3％）

　 　 　 エ　 相談し にく いと 感じ ている ・ ・ ・ ・ ・ 114人（ 12. 9％）

　 　 　 オ　 わから ない・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 470人（ 53. 1％）

　 　 　 　 　 無回答・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 18人（ 2. 0％）
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【 問18】 問17で、「 ウ」 または「 エ」 と 回答し た方にお聞き し ます。

　 　 　 　 あなたが、 相談し にく いと 感じ る 理由はなんですか。（ 複数選択可）

　 　 　 ア　 相談窓口を 知ら ない・ ・ ・ ・ ・ ・ 220人（ 70. 7％）

　 　 　 イ 　 相談する と いろ いろ 聞かれそう でいやだ　 　 　 　 　 　 　 54人（ 17. 4％）

　 　 　 ウ　 相談し ても き ち んと 対応し てく れそう にない・ ・ 73人（ 23. 5％）

　 　 　 エ　 細かいこ と を 気にする 人だと 思われそう でいやだ・ 47人（ 15. 1％）

　 　 　 オ　 食品を製造・ 販売し ている 事業者へ問い合せする 方が早い・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 87人（ 28. 0％）

　 　 　 カ 　 相談時間と 労力を かけるのがも っ たいない・ ・ 45人（ 14. 5％）

　 　 　 キ　 以前相談し た時に不満が残っ た・ ・ ・ ・ ７ 人（ 2. 3％）

　 　 　 ク 　 その他・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 36人（ 11. 6％）

　 　 　 ケ　 特にない・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ３ 人（ 1. 0％）

　 　 　 　 　 無回答・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ 人（ 0. 3％）
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４ 　 名古屋市保健所体制
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名　 　 称 電話番号 Ｆ Ａ Ｘ 番号 所在地

「 よ い食」 ダイ ヤル 961 4
よ

1
い

4
し ょ

9
く

955 6 225
中区三の丸三丁目1 1

（ 食品衛生課内）

千種保健センタ ー 753 1 971 751 3 54 5 千種区星が丘山手103

東保健セン タ ー 934 1 212 937 5 14 5 東区筒井一丁目7 74

北保健セン タ ー 917 6 547 911 2 34 3 北区清水四丁目17  1

西保健セン タ ー 523 4 612 531 2 00 0 西区花の木二丁目18 1

中村保健セン タ ー 433 3 036 483 1 13 1 中村区松原町1 23  1

中保健セン タ ー 265 2 257 265 2 25 9 中区栄四丁目1 8

昭和保健セン タ ー 735 3 959 731 0 95 7 昭和区阿由知通3 19

瑞穂保健セン タ ー 837 3 253 837 3 29 1 瑞穂区田辺通3 45  2

熱田保健セン タ ー 683 9 678 681 5 16 9 熱田区神宮三丁目1 15

中川保健セン タ ー 363 4 457 361  2 17 5 中川区高畑一丁目223

港保健セン タ ー 651  6 486 651  5 14 4 港区港栄二丁目2 1

南保健セン タ ー 614  2865 614  281 8 南区東又兵ヱ町5 1 1

守山保健セン タ ー 796  4617 796  004 0 守山区小幡一丁目3 1

緑保健セン タ ー 891  3632 891  511 0 緑区相原郷一丁目715

名東保健セン タ ー 778  3107 773  621 2 名東区上社二丁目50

天白保健セン タ ー 807  39 07 803  12 51 天白区島田二丁目201

食品衛生検査所 671  33 71 671  33 83 熱田区川並町2 22

食品安全・ 安心

学習セン タ ー
671  33 85 671  33 83

熱田区川並町2 22

（ 食品衛生検査所内）

食肉衛生検査所 611  49 29 611  75 66 港区船見町1 39

食品衛生課 972  26 48 955  62 25 中区三の丸三丁目1 1

受付： 月曜日から 金曜日（ 祝日およ び休日を 除く ） の午前８ 時45分から 午後５ 時15分ま で

保健セン タ ー時間外の食品によ る 健康被害等の緊急の相談・ 問い合わせは、 下記連絡先にご

連絡く ださ い。

時間外緊急時連絡先 電話番号

中保健セン タ ー（ 守衛室） ２ ４ １ －３ ６ １ ２

５ 　 食の安全・ 安心に関する 窓口
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広小路・大津通都市景観形成地区における壁面後退区域の環境整備促進のモデル実施に

ついて 

～「Nago(なご)まちテラス」の整備促進により居心地が良く歩きたくなるまちを目指します～ 

 

 

内 

 

 

 

容 

１ 趣旨 

Nagoya まちなかウォーカブル戦略に基づき、都心部の都市景観形成地区において、景観

形成基準により設けられた壁面後退区域を、まちに開かれた居心地が良く滞在したくなる

空間「Nago まちテラス」とするための取り組みを進めています。 

令和6年度は、広小路・大津通都市景観形成地区において、壁面後退区域の環境整備の

促進を下記のとおりモデル実施しますので、お知らせいたします。 

２ モデル実施の概要 

広小路・大津通都市景観形成地区の壁面後退区域（景観形成基準に基づき工作物等の設

置を規制している部分を含む）において、ベンチ、テラス席、日よけ、植栽等の設置を可

能※とします。また、こうした環境整備を促進するための助成をあわせて行います。 

（※景観形成基準のただし書きの規定を運用） 

 

 

 

 

 

 

 
「Nago まちテラス」が広小路・大津通地区内にたくさん創出されることにより、都心部

を居心地が良く歩きたくなるウォーカブルなまちとすることを目指します。 

※なお、その他の都市景観形成地区（都心部）においてもモデル実施の状況をみて順次実施していく予定です。 

 

３ 助成の内容 

(1)申請対象：所有者、管理者、所有者等から使用許可を得た賃借人等 

(2)交付対象：まちに開かれ、居心地が良く滞在したくなるような工作物等の設置 

      例）ベンチ、テーブル、日よけ、植栽、テラスの設置など 

(3)上 限 額：１敷地あたり５０万円まで 

(4)主な条件：景観アドバイザーへの事前相談 

 

４ 今後の取り組み（予定） 

・助成制度利用者や整備場所への滞在者にアンケート調査を行い、モデル実施の効果検

証を行います。 

・モデル実施の結果を踏まえ諸条件等の精査を行い、現在検討中の景観形成基準の部分

見直しに反映することによって、規制緩和と助成制度の本格実施につなげてまいりま

す。 

備

考 
本件は、本日、市政記者クラブへ資料提供します。 

（都市計画部ウォーカブル・景観推進課 内線 2732） 

環境整備の 
イメージ 

テラス席 
設置後 

壁面後退区域 



令和６年度

Nagoまちテラス助成制度
のご案内

壁面後退区域を活用した、居心地が良く歩きたくなる空間づくりに取り組む運営事業者に対して、
その環境整備のために要した費用の一部を助成します。

助成対象となる
壁 面 後 退 区 域

広小路・大津通都市景観形成地区内で当該景観形成基準に基づき設けられた建築

敷地における道路境界線から建築物の壁面の位置までの区域 等

助 成 対 象 者
❶ 対象となる壁面後退区域の所有者 または 管理者

❷ 対象となる壁面後退区域を有する建築物の賃借人等のうち、
所有者から同意を得た者 （テナント事業者等）

助 成 内 容

対象となる壁面後退区域において、滞在快適性の向上や歩行者の利便増進を

図ることを目的に行う以下の環境整備について、必要な経費の一部を助成

■再整備
ベンチの設置その他これらに類する整備

■物品調達
恒常的に使用するイス、テーブル、パラソルその他これらに類する物品・消耗品の確保

助 成 限 度 額 一建築敷地あたり ※ 限度額の範囲内であれば、何回でも申請可

申 請 方 法
裏面のとおり

※ 申請書類等様式は、メールでお送りしますので、まずは下記お問い合わせ先までご連絡ください。

注 意 事 項

・環境整備においては、ウォーカブルの観点から、まちに開かれ、居心地が良く滞在し
たくなるようなものとしてください。
・申請前に必ずウォーカブル・景観推進課に事前相談を行ってください。
・申請にあたっては景観アドバイザー（ウォーカブル担当）への相談を行っていただきます。
※AD相談は原則毎月第１・３・５週の火曜日の実施となりますので、スケジュールに余裕を持って事前相談をお願いします。

助成申請にあたり、対象敷地にかかる関係法令に適合すると同時に、
必要に応じて、制度を所管する部署に事前に協議してください。

ご注意

助成金交付決定後に契約し、2025（令和7）年2月末日までに完了した
再整備・物品調達に限ります。

ご注意

50万円

申請書類
提出

書類審査
↓

交付決定

事業実施
＋

着手届
提出

(再整備のみ)

事業完了＋
完了届
提出

[～R7.2末]

完了
検査

助成金額
決定

助成金
交付

助成金
請求書
提出

お問い合わせ

■ 申請から交付までの主な流れ （ ：申請者が行う手続き）

名古屋市住宅都市局 ウォーカブル・景観推進課 都市景観担当
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

☎： 052-972-2732 MAIL： a2732@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
※開庁時間 8:45～17:30(土・日・祝日・年末年始除く)

Ａ
Ｄ
相
談

事
前
相
談

HPはこちら

mailto:a2732@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp


申請書類
提出

交付決定

着手届
提出

(再整備のみ)

完了届
提出

[～R7.2末]

完了検査

助成金額
決定

助成金
交付

助成金
請求書
提出

■ 申請から交付までの流れ（詳細版） （ ：申請者が行う手続き）

申請書（様式第１号）をご提出ください。
【提出書類】
❶ 申請書（申請額、所在地、再整備等の概要、完了予定日、AD相談の内容・対応等を記入）
❷ 添付書類（位置図、再整備等の計画図、従前状況の写真、再整備等に係る見積書 等）

申請書類をもとに市が審査を行います。
問題がなければ「交付決定」とし、その通知を行いますので、それから事業に着手していただきます。
（書類に不備があった場合は、交付決定修正等が必要になります。）

※交付決定日よりも前の再整備・物品調達の契約は対象“外”になりますので、ご注意ください！

再整備の場合のみ着手届（様式第６号）をご提出ください。（物品調達の場合は着手届は不要）
【提出書類】
❶ 着手届（所在地、再整備等の概要、着手年月日等を記入）
❷ 添付書類（工事請負契約書の写し）

再整備が完了し、受託業者への支払いを終えたら、完了届（様式第７号）をご提出ください。
（物品調達の場合は、販売業者への支払いを終えたら。）
【提出書類】
❶ 完了届（所在地、再整備等の概要、完了年月日を記入）
❷ 添付書類（再整備等完了後の写真、再整備等に係る支払いの証拠書類）

市において完了届や現場等を審査します。

無事に検査を合格したら、正式に「助成金額の決定」とし、その通知を行います。
（検査時に内容に不備があった場合、減額あるいは交付決定の取り消しがされる可能性があります。）

助成金額決定通知が届いたら、通知書に記載の確定助成金額をもとに、助成金請求書（様式第９号）を
ご提出ください。
【提出書類】

請求書（所在地、請求額、振込先等を記入）

請求書の内容に不備がなければ、助成金の交付として、２～３週間程度で指定の口座に振り込まれます！

助成金交付後も当初の目的に沿って、適切な維持管理をお願いします。
（その後の管理の状況等について確認を行う場合があります。）

助成金
交付後

支払いの証拠書類として、
請求書・領収書等の添付をお願いします。

完了年月日は再整備等に要する費用の
支払いが完了した日です。

口座名義のヨミ（カナ書き）も忘れずに！

令和６年度 Nagoまちテラス助成制度 の手続きについて

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 事 業 実 施 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

事前相談
AD相談

申請前に必ずウォーカブル・景観推進課に事前相談を行ってください。

申請にあたっては景観アドバイザー（ウォーカブル担当）への相談を行っていただきます。
※AD相談は原則毎月第１・３・５週の火曜日の実施となりますので、スケジュールに余裕を持って事前相談をお願いします。
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幹 部 会 報 告 事 項 

令 和 ６ 年 4 月 8 日 

住 宅 都 市 局 

事

項 
「名古屋市地域公共交通計画」の策定について 

内 
 

 
 
 

容 

 

少子高齢化による人口構造の変化など公共交通を取り巻く環境が厳しくなる中

で、将来にわたって地域の特性やニーズに応じた持続可能な公共交通を確保して

いくため、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく名古屋市地域公

共交通計画を策定しました。 
 

１ 計画の概要 

交通とまちづくりの連携により、誰もが快適に移動できる都市の実現をはかる

とともに、地域の多様な関係者の連携・協働による地域のニーズに応じた移動環

境の形成をはかるための基本方針や施策をとりまとめたものです。 

【基本方針】  

基本方針１：集約連携型都市構造と連携した公共交通ネットワークの確保 

基本方針２：連携・協働による公共交通サービスの向上 

基本方針３：地域が主体的に参画する公共交通システムの構築 

 

２ 閲覧場所（本編・概要版の閲覧） 

・名古屋市公式ウェブサイト 

 冊子の閲覧および概要版の配布は、住宅都市局交通企画・モビリティ都市推

進課等において、準備ができ次第実施します。 

 

３ パブリックコメントの結果 

令和 6年 1月 22日（月）から 2月 20日（火）まで実施したパブリックコメン

トで頂いたご意見に対する市の考え方を、名古屋市公式ウェブサイトで公開しま

す。 

 

備

考 
本件は、令和６年３月２９日に市政記者クラブに資料提供しました。 

（都市計画部交通企画・モビリティ都市推進課 内線2753） 


































